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本町では、平成 22年に計画期間を 10 ヵ年とする「太子町男女共同参画推進計画」を

策定しました。この計画に基づき、本町は住民の皆様、関係機関・団体、企業、地域と

連携し、男女共同参画社会の実現のために、啓発やまちづくりを推進してきました。 

平成 26 年には「太子町男女共同参画推進条例」を制定し、町、住民、教育関係者及

び事業者の皆様と連携、協力して、男女共同参画のまちづくりに取り組み、また、平成

28 年には「第５次太子町総合計画」を策定し、固定的な性別役割分担などに対する意

識の解消や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）などの啓発、暴力被害者に

対する支援体制の充実や本町職員の意識改革に向けて取り組んできました。 

このたび、令和２年３月に「太子町男女共同参画推進計画」の期間が満了することか

ら、少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化など、大きく変化する社会や家庭の状

況を踏まえ、大阪府における「おおさか男女共同参画プラン（2016-2020）」とも連動し

た内容に見直しを行い、新たに計画期間を 10 ヵ年とする「第２次太子町男女共同参画

推進計画」を策定しました。 

策定にあたって、太子町男女共同参画推進懇話会では、10 年後を見据え、基本理念

から「男女」という性別を表す言葉にこだわるのではなく、「だれもが」という性別に

とらわれない言葉を選び、未来に向けた参画の形をめざしていくこととしました。 

 本計画の推進にあたっては、庁内推進体制の充実はもとより、引き続き住民の皆様、

関係機関・団体、企業、地域と連携しながら取り組んでまいりますので、ご理解とご協

力をお願いいたします。 

 最後に、この計画策定にご尽力賜りました太子町男女共同参画推進懇話会の委員の皆

様をはじめ、住民意識調査及びパブリックコメントを通じてご協力をいただきました多

くの住民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

令和２年３月 

太子町長 浅 野 克 己 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

 

 わが国では、平成 11年に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、男女共同参画社会

の形成にあたっての基本理念と、国や地方公共団体及び国民の責務が示されました。その前文

では「男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこ

とが重要である」と明記されています。 

 平成 20 年１月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正され、

市町村において被害者保護の基本計画を策定することが努力義務となりました。また、平成 27

年８月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、豊かで活力ある社

会の実現に向けて、女性の活躍が期待されています。 

 本町では、平成 20 年８月に「太子町住民意識実態調査」を実施し、平成 22 年３月には令和

２年までの 10 カ年を計画期間とする「太子町男女共同参画推進計画」を策定し、「男女一人ひ

とりが自立し 対等に参加・参画する新しい社会の創造」を基本理念に、男女共同参画社会の

形成に向けて取り組んできました。 

このたび、令和２年３月に「太子町男女共同参画推進計画」の期間が満了することから、少

子高齢化の進展やライフスタイルの多様化など、大きく変化する社会や家庭の状況を踏まえ、

新たに「第２次太子町男女共同参画推進計画」（以下、「本計画」という）を策定するものです。 

なお、策定にあたって、本計画の一部を「女性の職業生活における活躍についての計画（市

町村推進計画）」および「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本的な計画（市

町村基本計画）」に位置づけます。 
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２．計画策定の背景 

【１】世界・日本の動き 

 わが国においては、国際社会の動きとも連動しつつ、男女共同参画社会の実現に向けた取組

が推進されています。 

世界の動き    日本の動き 

国際婦人年（目標：平等、発展、平和） 

国際婦人年世界会議（メキシコシティ） 

「世界行動計画」採択 

 
1975(Ｓ50)年 

 
婦人問題企画推進本部設置 

婦人問題企画推進会議開催 

  1977(Ｓ52)年  「国内行動計画」策定 

国連第 34 回総会「女子差別撤廃条約」採択  1979(Ｓ54)年  「女子差別撤廃条約」署名 

「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議「夫人

の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 

 
1985(Ｓ60)年 

 「男女雇用機会均等法」公布  

※1997 年,2006 年,2016 年改正 

「女子差別撤廃条約」批准 

  1987(Ｓ62)年  「西暦 2000 年に向けての新国内行動計画」策定 

  1991(Ｈ３)年  「育児休業法」の公布 

国際人口開発会議（カイロ）行動計画採択 
 

1994(Ｈ６)年 
 男女共同参画室・男女共同参画審議会（政令）・男女共同参

画推進本部設置 

第４回世界女性会議‐平等、開発、平和のた

めの行動（北京）「北京宣言及び行動綱領」

採択 

 
1995(Ｈ７)年 

 「育児休業法」を「育児休業・介護休業法」へ改正 

（介護休業制度の法制化） 

※2009 年,2016,2017 年に改正 

  1996(Ｈ８)年  「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

 
 

1997(Ｈ９)年 
 「介護保険法」公布 

※2005 年,2008 年,2011 年,2014 年,2017 年改正 

  1999(Ｈ11)年  「男女共同参画社会基本法」公布、施行 

国連特別総会「女性 2000 年会議」（ニューヨーク）  2000(Ｈ12)年  「男女共同参画基本計画」閣議決定 

 

 
2001(Ｈ13)年 

 男女共同参画会議、男女共同参画局設置 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

施行 ※2004 年,2007 年,2013 年,2014 年,2019 年に改正 

 
 

2003(Ｈ15)年 
 「少子化社会対策基本法」公布、施行 

「次世代育成支援対策推進法」公布、施行 

国連「北京+10」閣僚級会合（ニューヨーク）  2005(Ｈ17)年  「男女共同参画基本計画（第２次）」閣議決定 

 

 
2007(Ｈ19)年 

 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定 

※2010 年改定 

国連「北京+15」記念会合（ニューヨーク）  2010(Ｈ22)年  「第３次男女共同参画基本計画」閣議決定 

ＵＮ Women 正式発足  2011(H23)年   

  2012(Ｈ24)年  「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」策定 

国連「北京+20」記念会合（第 59 回国連女

性の地位委員会（ニューヨーク）） 

「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」（ＳＤＧｓ）採択＊ 

 

2015(Ｈ27)年 

 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」公布 

※2019 年改正 

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

Ｇ７伊勢・志摩サミット「女性の能力階下の

ためのＧ７行動指針」及び「女性の理系キャ

リア促進のためのイニシアティブ（ＷＩＮＤ

Ｓ）」に合意 

 

2016(Ｈ28)年 

 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」完全施

行 

  
2018(H30)年 

 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」 

公布、施行 

Ｗ20 日本開催（第５回ＷＡＷ！と同時開催）  2019(R1)年   

国
連
婦
人
の
十
年 

＊目標５：ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 
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【２】大阪府の動き 

 大阪府では、昭和 56年に「女性の自立と参加を進める大阪府行動計画」を策定し、昭和 61

年に「女性の地位向上のための大阪府第２期行動計画～21 世紀をめざす大阪府女性プラン」

を、平成３年に「男女協働社会の実現をめざす大阪府第３期行動計画‐女と男のジャンプ・

プラン」を策定しています。平成９年には、北京行動綱領などを踏まえて「新 女と男のジ

ャンプ・プラン」を策定して施策の推進に取り組んできました。 

 平成 10 年には、大阪府附属機関条例に基づく「大阪府男女協働社会づくり審議会」（平成

14 年に「大阪府男女共同参画審議会」に改称）を設置しています。 

 平成 13 年７月には男女共同参画社会基本法に基づき、「おおさか男女共同参画プラン（大

阪府男女共同参画計画）」（平成 18 年改訂）を策定するとともに、平成 14 年には府民や事業

者とともに男女共同参画社会の実現をめざす指針となる「大阪府男女共同参画推進条例」を

施行しました。 

 平成 23 年度には「おおさか男女共同参画プラン（2011-2015）」が策定され、平成 27 年度

末で目標年次を迎え、令和２年度を目標年次とする「おおさか男女共同参画プラン

（2016-2020）」を策定しています。 
 

【３】太子町の動き 

 太子町では、平成８年に「太子町女性政策推進本部」および女性政策担当部局を定め、平

成 10 年に「太子町女性プラン（女性行動計画）」を策定し、女性政策の総合的な推進に努め

てきました。 

 平成 20 年には、住民意識調査を実施するとともに「太子町男女共同参画推進計画懇話会」

を設置し、男女共同参画社会基本法及び「第４次太子町総合計画」に基づき「太子町男女共

同参画推進計画」を策定しました。「～男女一人ひとりが自立し 対等に参加・参画する新し

い社会の創造～」を基本理念とし、本町における男女共同参画社会の実現に向けて取り組ん

でいます。 

 平成 26年には「太子町男女共同参画推進条例」を制定し、町、住民、教育関係者および事

業者と連携、協力して、男女共同参画のまちづくりに取り組むこととしています。 

 平成 28年には「第５次太子町総合計画」を策定し、固定的な性別役割分担などに対する意

識の解消や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）などの啓発、暴力被害者に対す

る支援体制の充実や本町役場における意識改革に向けて取り組むこととしています。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１．計画の位置づけ 

● 本計画は、本町における男女共同参画社会の実現に向けた行政運営の基本指針となるもの

であり、「太子町男女共同参画推進条例（第 10 条第１項）」に基づき策定し、「第５次太子町

総合計画」を上位計画とする、本町の男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するための基本的な計画です。 

● 本計画は、「男女共同参画社会基本法（第 14 条第３項）」に基づく「市町村男女共同参画計

画」として位置づけます。 

● 本計画の一部は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）

（第２条の３第３項）」に基づく「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本

的な計画（市町村基本計画）」として位置づけます。 

● 本計画の一部は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）（第

６条第２項）」に基づく「女性の職業生活における活躍についての計画（市町村推進計画）」

として位置づけます。 

  なお、本計画の策定にあたっては、国の「第４次男女共同参画基本計画」「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」及び大阪府の「おおさか

男女共同参画プラン（2016‐2020）」「大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する基本計画（2017‐2021）」などを踏まえるとともに、本町の各関連計画との整合性を図

ります。 

２．計画の期間 

 本計画の計画期間は令和２年度を初年度とし、令和 11 年度までの 10 カ年とします。また、

社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて内容の見直しを行います。 

３．計画の策定方法 

 本計画の策定にあたっては、男女共同参画推進懇話会からのご意見をいただくとともに、住

民意識調査やパブリックコメントの実施により住民の皆さまの意見を聞き、反映に努めました。 

 

  調査対象：太子町在住の 18 歳以上の住民 2,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

  調査方法：郵送による配布・回収 

  調査期間：平成 30年 11 月 15 日から平成 30年 12 月 20 日まで 

   配布数…2,000 

   有効回収数…669（33.5％） 

【男性 42.8％、女性 55.0％、性別を答えることに抵抗を感じる 1.0％、不明・無回答 1.2％】 

住民意識調査の概要 
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４．基本理念 

 平成 22 年３月に策定した「太子町男女共同参画推進計画」では、「男女一人ひとりが自立し 対

等に参加・参画する新しい社会の創造」を基本理念として掲げ、太子町における男女共同参画社会

のさらなる推進に向けた取組を進めてきました。このたび、第２次太子町男女共同参画推進計画で

は、これまでの町の歩み、また今後本町が対応すべき課題を踏まえ、本計画の基本理念を次のとお

り定めます。 

だれもが互いに尊重し合い参画する和のまち“たいし” 

住民のだれもが性別にかかわらず互いに尊重し合うように、性の区分にとらわれない学習や個

性を尊重した教育、仕事と生活の調和の実現に向けた取組、安心して暮らすことのできる環境の

整備、あらゆる暴力・ハラスメントを根絶するまちづくりに参画する太子町をめざします。 

また、本町では、今も息づいている聖徳太子の精神風土をまちづくりに活かす、和のまち“た

いし”をめざしています。ここでいう「和」とは、お互いの違いや立場を認めつつ、支え合いな

がら、多様な主体が参画し共通の目標をもってまちづくりの実現を進めていく「協働」のあり方

をさしています。 

 

５．基本目標 

基本目標１．男女共同参画の実現に向けた意識づくり 

 男女共同参画社会を実現するためには、固定的な性別役割分担意識を解消し、男女平等観を形

成していくことが必要不可欠となります。そのためには、一人ひとりがお互いの人権を尊重し、

対等な関係を築いていくための意識をもつことが重要です。 

 男女共同参画の実現に向けて、男女平等についての啓発活動や教育、性の多様性に対する理解

の促進に取り組みます。 

基本目標２．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現【女性活躍推進計画】 

 男女がともに、家庭と仕事、地域での生活を充実させることができるよう、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現をめざす必要があります。国の「第４次男女共同参画基本

計画」においても、「男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が

ともに充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会」がめざすべき

社会の１つとして挙げられています。 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、固定的な性別役割分担意識

の解消や、育児・介護等をしながら働き続けることができる環境づくりに取り組みます。 
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基本目標３．男女共同参画によるまちづくり【女性活躍推進計画】 

 あらゆる分野において男女共同参画を実現するためには、政策・方針決定の場への女性の参画

を推進していく必要があります。また、地域活動や社会活動の場において、男女がともに活躍で

きる環境づくりも重要な視点となります。 

 審議会委員等への女性の参画の促進、町における女性職員の積極的な管理職への登用などを通

して、男女共同参画によるまちづくりを推進します。 

基本目標４．だれもが安心して暮らすことのできる環境の整備 

 性別、年齢、障がいの有無、家庭環境等に関わらず、だれもが安心して暮らすことができる環

境づくりは、男女共同参画社会の実現に向けた基盤となります。 

人権尊重についての意識啓発や、生涯を通じた健康に対する支援、援助を必要とする人たちを

地域で支える支援体制の充実に取り組み、一人ひとりが自分らしく健やかに暮らすことのできる

まちづくりに努めます。 

基本目標５．あらゆる暴力・ハラスメントの根絶【ＤＶ防止基本計画】 

 国の「第４次男女共同参画基本計画」において、「女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対

応しつつ、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて取組を強化する」ことが、改めて強調され

ています。配偶者や交際相手など身近な者からの暴力（ドメスティック・バイオレンスーＤＶ）

は、男女の経済力、社会的地位等の格差が存在するあらゆる場面において乱用されます。更には

ＳＮＳなどの普及などを背景に、若年層ではデートＤＶのように、暴力の形態が多様化している

傾向があります。 

 あらゆる暴力・ハラスメントの根絶に向けて、意識啓発を行うとともに、被害者に対する継続

的な相談支援と保護体制の整備に努めます。 

 
 
 

本計画では、 

● 「基本目標２．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」と「基本目

標３．男女共同参画によるまちづくり」を「女性の職業生活における活躍についての計

画（市町村推進計画）」に位置づけ、「太子町女性活躍推進計画」とします。 

● 「基本目標５．あらゆる暴力・ハラスメントの根絶」を「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する基本的な計画（市町村基本計画）」に位置づけ、「太子町ＤＶ

防止基本計画」とします。  
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第３章 男女共同参画社会に向けた現状と課題 

 

１．人口・就労の状況 

 
 本町の総人口は、平成 31 年３月末日現在で 13,390 人となっており、そのうち男性が 6,575 人

（49.1％）、女性が 6,815 人（50.8％）となっています。【住民基本台帳】 

65 歳以上の人口は 3,784 人（平成 31 年３月末日現在）となっており、高齢化率は 28.3％とな

っています。高齢化率については、全国（27.6％）＊、大阪府（26.7％）＊を上回っている状況で

す。【住民基本台帳】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【太子町 性別・年齢別人口】 

資料：住民基本台帳（平成 31 年３月末日現在） 
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＊全国、大阪府の高齢化率は平成 31 年１月１日現在。総務省「住民基本台帳年齢階級別人口（都道府県別）」による。 
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本町の女性の労働力率をみると、30 歳代で低下しており、結婚・出産期にあたる年代で一旦低

下するＭ字カーブ＊の傾向がみられます。全国、大阪府と比較すると、女性の 30 歳代の労働力率

は大阪府を上回っていますが、全国よりも下回っている状況です。 
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【太子町 性別・年齢別労働力率】 

【女性の年齢別労働力率】 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

＊Ｍ字カーブ 

 女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者+完全失業者）の割合）は、結婚・出産期にあたる 

年代に一旦低下し、育児が落ちる板時期に再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描く。 
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２．住民意識調査の主な結果 

【１】男女の平等と役割分担について 

● 「男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」について、全体ではそう思う割合＊が 36.0％、

そう思わない割合＊が 61.9％となっています。 

● 性別でみると、そう思う割合＊は女性で33.9％、男性で39.9％と６ポイントの差があります。

性・年代別でみると、特に 70 歳代以上の男性ではそう思う＊割合が他の性・年代に比べて多

くなっています。 

 ● 前回調査と比較をすると、全体ではそう思う割合＊は５ポイント減少、そう思わない割合＊は 4.4 ポ

イント増加しています。 

● 大阪府、内閣府の調査と比較をすると、女性、男性ともに、そう思う割合＊は大阪府、内閣府を下

回っています。 

＊文中の「そう思う割合」は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、「そう思わない割合」は「そ

う思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   【参考データ】「男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について 

          （太子町前回調査、大阪府、内閣府の調査結果） 

  
そう思う 

どちらかとい

えばそう思う 

どちらかといえ

ばそう思わない 

そう 

思わない 

不明・ 

無回答 

太子町 

前回調査

（Ｈ20） 

全体 8.6 32.4 23.4 34.1 1.6 

女性 5.6 33.8 20.3 34.7 0.9 

男性 12.7 30.7 20.3 34.7 1.7 

大阪府 

（Ｈ26） 

全体 5.4 40.1 20.9 32.7 0.9 

女性 4.1 38.2 21.7 35.2 0.8 

男性 7.0 42.4 20.1 29.6 1.0 

内閣府 

（Ｈ28） 

全体 8.8 31.7 34.8 19.5 5.1 

女性 8.3 28.7 58.5 21.5 4.5 

男性 9.4 35.3 49.4 17.2 5.8 

       

【「男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について】 

7.6

5.4

10.5

28.4

28.5

29.4

14.3

24.8

23.1

26.6

28.6

37.1

40.8

32.2

57.1

2.1

2.2

1.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答
（全体 N＝669，女性 N=368，男性 N＝286，答えることに抵抗を感じる N＝７） 

（%） 

※内閣府（Ｈ28）の選択肢は「賛成」「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「反対」 

※太子町前回調査（Ｈ20）は、今回調査の算出方法に合わせて再計算した数値 

資料：太子町「太子町住民意識実態調査」（Ｈ20）内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（Ｈ26）、 

大阪府「男女共同参画にかかる府民意識調査（Ｈ28） 

（単位：%） 
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 ● 「結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい」、「結婚しても必ず

しも子どもをもつ必要はない」について、そう思う割合＊は６割程度となっています。年代

別でみると、男女ともに年代があがるにつれて、そう思う＊割合が少なくなっています。 

 ● 「妻子を養うのは男の責任である」、「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよい」、

「子どもが３歳くらいまでは、母親の元で育てるべきである」について、そう思う＊割合は

６割以上となっています。特に、「子どもが３歳くらいまでは、母親の元で育てるべきであ

る」については、そう思う＊割合が 76.7％と最も多くなっています。 

＊文中の「そう思う割合」は「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計、「そう思わない割合」は「そ

う思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

【男女の役割分担意識について】 

25.7

41.9

34.2

24.8

42.0

7.0
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24.1

22.3

36.0

34.7

29.4

14.5
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11.8

16.7

19.4

11.4

37.1

2.2

1.8

1.8

1.6

1.5

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

妻子を養うのは男の責任である

結婚は個人の自由であるから、

結婚してもしなくてもどちらでもよい

結婚しても必ずしも

子どもを持つ必要はない

男の子は男らしく、

女の子は女らしく育てる方がよい

子どもが３歳くらいまでは、

母親の元で育てるべきである

夫の親を妻が介護・

看護するのは当然である

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

（%） 

（全体 N＝669，女性 N=368，男性 N＝286，答えることに抵抗を感じる N＝７） 
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● 男女の地位の平等について、学校教育の場では「平等である」が 66.8％となっており、他の

項目に比べて最も多くなっています。 

● 男性が優遇されていると思う割合＊についてみると、「雇用の機会や働く分野」では、75.9％、

「社会慣習やしきたりなど」では 74.6％、「政治・経済活動への参加」では 69.8％、「全体

として、わが国の男女の地位」78.9％と他の項目に比べて多くなっています。 

● 性別でみると、男性が優遇されていると思う割合は、すべての項目において男性より女性が

多くなっています。 

＊文中の「男性が優遇されていると思う割合」は「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇され

ている」の合計 
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学校教育の場

雇用の機会や働く分野

地域活動

家庭生活

社会慣習やしきたりなど

法律や制度の上

政治・経済活動への参加

全体として、わが国の男女の地位

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている 不明・無回答

【日本社会における男女の地位の平等について】 

（全体 N＝669） 

（%） 
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【２】家庭生活等について 

● 家庭で以下の家事等をしているかについて、すべての項目において「よくしている」は女

性が男性を上回っています。特に食事の支度・後片付け、掃除、洗濯について、「よくして

いる」は女性が男性を 50 ポイント以上上回っています。 
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78.3

17.1

42.9

15.1

10.1

21.3

28.6

11.8

4.6

21.7

0.0
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14.3

1.5
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14.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

【食事の支度】 

（%） 

57.1

81.5

25.2

57.1

20.0

10.9

31.8

28.6

9.0

3.5

16.4

0.0

13.0

3.3

25.9

14.3

0.9

0.8

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

【食事の後片付け】 

（%） 

【掃除】 

47.7

70.4

19.6

28.6

27.2

18.8

37.8

28.6

10.3

5.7

15.7

14.3

13.3

3.8

25.5

28.6

1.5

1.4

1.4

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

（%） 

55.0

83.4

18.9

42.9

12.0

6.0

18.9

28.6

10.6

3.8

19.2

14.3

21.2

5.4

42.3

14.3

1.2

1.4

0.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

【洗濯】 

（%） 

【ごみ出し】 

51.1

63.9

35.3

28.6

17.6

12.0

24.5

28.6

10.8

9.0

12.9

14.3

19.1

14.4

25.5

28.6

1.3

0.8

1.7

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない

不明・無回答

（%） 
29.3

30.7

26.9

28.6

23.6

25.3

21.3

28.6

15.7

17.9

13.3

14.3

30.2

24.7

37.8

28.6

1.2

1.4

0.7

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

【町会や自治会活動などへの参加】 

（%） 

（全体 N＝669，女性 N=368，男性 N＝286，答えることに抵抗を感じる N＝７） 
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※太子町前回調査（Ｈ20）は、今回調査の算出方法に合わせて再計算した数値 

 
  

【子どもの世話やしつけ（教育）】 

30.9

49.7

7.0

28.6

17.2

7.1

30.8

0.0

13.0

5.7

22.7

14.3

26.2

22.8

30.1

57.1

12.7

14.7

9.4

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

（%） 

【子どもの学校行事への参加】 

28.6

44.8

7.7

28.6

14.1

5.7

24.8

14.3

7.9

3.0

14.3

14.3

35.0

29.6

42.3

42.9

14.5

16.8

10.8

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

よくしている 時々している
あまりしていない ほとんどしていない
不明・無回答

（%） 

1.1

11.5

0.8

0.1

0.6

0.9

8.5

25.6

11.0

6.0

24.7

4.1

71.8

31.0

35.7

42.9

34.9

46.3

1.2

2.0

1.1

0.4

0.6

0.5

1.3

11.2

32.0

29.3

19.7

27.6

16.2

18.7

19.4

21.3

19.5

20.7

0 20 40 60 80 100

日常の家事

地域活動への参加

老親や病身者の介護や看病

育児（乳幼児の世話）

子どもの教育としつけ

ＰＴＡなどへの出席

主に夫 夫婦同じ程度 主に妻 主に他の人 該当せず 無回答

（%） 

（全体 N＝1,133） 

【参考データ】家庭における役割について（太子町前回調査の結果） 
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【３】教育について 

● これからの時代、子どもに将来どのような生き方をしてほしいと思うかについて、女の子、

男の子ともに「家族や周りの人たちと円満に暮らす」「経済的に自立した生活をする」「本人

の意思に任せる」が上位３つとなっています。 

● 女の子では「家族や周りの人たちと円満に暮らす」が最も多く、男の子では「経済的に自立

をした生活をする」が最も多くなっています。 

● 前回調査と比較をすると、女の子における「経済的に自立した生活をする」は 13.1 ポイン

ト増加、男の子における「家事が自分でこなせるようになる」は前回調査から５ポイント増

加しています。また、女の子、男の子ともに「本人の意思に任せる」が前回調査から５ポイ

ント以上増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【子どもに将来どのような生き方をしてほしいと思うかについて】 

5.7

59.9

24.8

29.3

11.8

11.4

30.6

2.1

8.2

0.6

1.9

6.0

6.4

59.8

26.3

29.0

10.3

13.1

24.1

1.0

3.1

0.4

0.5

10.5

0.020.040.060.080.0

2.5

39.9

31.7

41.4

6.1

12.4

33.3

3.9

12.3

0.9

1.8

6.4

1.1

26.8

35.2

44.6

4.2

13.9

26.2

2.7

18.4

0.0

0.4

10.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

る

をする

らす

する

をする

せる

らす

でこなせるようになる

他

わからない

無回答

社会的な地位を 

得る 

経済的に自立した

生活をする 

人間性豊かな 

生活をする 

家族や周りの人たち

と円満に暮らす 

社会に貢献する 

個性や才能を生か

した生活をする 

本人の意思に 

任せる 

性別にこだわらず

個性的に暮らす 

家事が自分でこな

せるようになる 

そ の 他 

わ か ら な い 

無 回 答 

今回調査 前回調査

（%） （%） 

※太子町前回調査（Ｈ20）は、今回調査の算出方法に合わせて再計算した数値 

（今回調査 全体 N＝669、前回調査 全体 N=1,133） 

男の子 女の子 
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【４】就労について 

● 職場で格差があると思うことについて、「管理職への登用」、「昇進・昇給」については、男

性が優遇されていると思う割合＊が「平等である」の割合を上回っており、「育児・介護休暇

などの休暇の取得」については、女性が優遇されていると思う割合＊が「平等である」を上

回っています。 

● 「平等である」項目としては「研修の頻度や内容」が最も多く、「再雇用」、「定年まで続け

やすい雰囲気」が続いています。 

 ● 一般的に女性が職業をもつことへの考えについて、女性では「子どもができてもずっと職業

をもち続けるほうがよい」が 44.8％と最も多く、男性では「子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び職業をもつほうがよい」が 37.1％と最も多くなっています。 

● 女性が活躍するために、今後必要なことについて、「男女がともに取得できる育児・介護休

業制度の充実」（33.8％）「保育内容の充実」（32.0％）が３割以上と他の項目に比べて多く

なっています。 

＊文中の「男性（女性）が優遇されていると思う割合」は「男性（女性）が優遇されている」と「どちらかといえ

ば男性（女性）が優遇されている」の合計 

 

 

 
男性が 

優遇され

ている 

どちらかと

いえば 

男性が優遇

されている 

平等 

である 

どちらかと

いえば 

女性が優遇

されている 

女性が 

優遇され

ている 

不明・ 

無回答 

募集・採用の仕方 6.0 12.9 25.9 1.8 0.9 52.6 

採用数 8.4 11.4 23.9 2.2 1.0 53.1 

配置される職場 6.4 12.0 23.8 3.3 1.5 53.1 

仕事の内容 6.9 11.8 23.6 4.0 1.3 52.3 

賃金 7.8 11.1 27.4 0.4 0.6 52.8 

昇進・昇給 9.3 15.7 20.6 0.4 0.6 53.4 

能力評価（業績評

価・人事考課等） 
6.4 13.2 25.3 0.6 0.6 54.0 

管理職への登用 10.9 18.5 15.5 0.9 0.1 54.0 

研修の頻度や内容 5.2 7.0 32.6 0.7 0.3 54.1 

定年まで 

続けやすい雰囲気 
6.7 10.2 28.1 0.7 0.9 53.4 

再雇用 5.7 9.6 28.7 1.5 0.6 54.0 

育児・介護休暇 

など休暇の取得 
1.9 1.2 18.4 14.3 9.4 54.7 

                  ※不明・無回答は、現在働いておらず、回答していない人が含まれるため、数値が高くなっています。 

 
  

（全体 N＝669） 

【職場で男女の格差があると思うことについて】 （%） 
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0.7

0.8

0.7

0.0

4.6

5.4

3.8

0.0

7.2

6.0

8.4

14.3

40.5

44.8

35.0

28.6

33.6

32.1

37.1

0.0

4.0

4.1

3.5

28.6

7.0

5.2

9.1

14.3

2.2

1.6

2.4

14.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

女性

男性

答えることに

抵抗を感じる

女性は職業をもたないほうがよい
結婚するまでは職業をもつほうがよい
子どもができるまでは、職業をもつほうがよい

子どもができても、ずっと職業をもち続けるほうがよい
子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつほうがよい
その他
わからない
不明・無回答

【一般的に女性が職業をもつことについての考え】 

（%） 

（全体 N＝669） 

23.8

33.8

32.0

13.5

16.7

2.5

7.3

12.7

17.2

12.4

18.1

5.4

16.6

20.0

4.9

19.9

0.7

1.5

3.4

4.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

女性の雇用機会を拡大する

男女がともに取得できる育児・介護休業制度の充実

保育施設や保育時間の延長など保育内容の充実

放課後児童会（学童保育）の内容の充実

介護などの福祉サービスの充実

職業訓練の講座の充実

気軽に相談できる制度の確立

職場における男女の差別的取扱いの是正

職場内保育所の設置

労働時間の短縮

短時間勤務、在宅勤務やフレックスタイムの導入

勤務地を限定できる制度や転勤の制限

育児などによる退職者を同じ職種で再雇用する制度の普及

パートタイマーの給与・労働条件の改善

派遣労働者の給与・労働条件の改善

男性の家事・育児・介護への参加

特に必要ない

その他

わからない

不明・無回答

【女性が活躍するために、今後必要だと思うことについて】 

（%） 

（全体 N＝669） 
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【５】暴力（ドメスティック・バイオレンス）について 

● 配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等から受けたとき、暴力だと思う行為について、前回

調査と比較するとすべての項目において「どんな場合でも暴力にあたる」と思う割合が増加

しています。 

● 性別でみるとそれぞれの行為に対して「どんな場合でも暴力にあたる」と思う割合は、いず

れも男性に比べて女性の方が多くなっています。特に「平手でうつ」「なぐるふりをして脅

す」「相手の交友関係や電話を細かく監視する」「『誰のおかげで生活できるのだ』や『かい

しょうなし』などと言う」「大声でどなる」「家に生活費を入れない」「子どもが上記の行為

（他の項目）を見聞きする」については男性と女性で 10 ポイント以上の差があります。 

● 全体で２割程度の人が何かしらの暴力行為を受けた経験があり、受けたことがある行為に関

しては、怒鳴る、無視するなどといった精神的苦痛を与えるような行為が多くなっています。 

● 行為を受けた人の相談状況について、行為を受けた人のうち、半数以上が誰にも相談をして

おらず、性別でみると男性は６割以上の人が相談していない状況にあります。理由として、

女性では「相談しても無駄だと思ったから」、男性では「相談するほどのことではないと思

ったから」が最も多くなっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

71.6

81.5

89.5

57.4

89.2

80.9

74.6

49.3

52.8

64.7

56.8

68.9

65.0

20.5

10.5

2.7

28.6

2.8

10.6

13.5

34.8

32.0

22.3

30.2

15.1

18.8

0.6

0.6

0.3

5.7

0.1

0.9

4.0

8.1

7.0

4.6

4.9

8.2

5.7

7.3

7.5

7.5

8.4

7.8

7.6

7.9

7.8

8.2

8.4

8.1

7.8

10.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平手でうつ

足でける

身体を傷つける可能性のある

ものでなぐる

なぐるふりをして脅す

刃物などを突きつけて脅す

相手が嫌がっているのに

性的な行為を強要する

相手が嫌がっているのに

ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

相手の交友関係や

電話を細かく監視する

｢誰のおかげで生活できるのだ｣

などと言う

大声でどなる

家に生活費を入れない

子どもが上記の行為を

見聞きする

どんな場合でも暴力にあたる 暴力の場合とそうでない場合がある

暴力にあたるとは思わない 不明・無回答

（全体 N＝669） 

【配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等から次の行為を受けたとき、暴力だと思うかについて】 

（%） 
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※太子町前回調査（Ｈ20）は、今回調査の算出方法に合わせて再計算した数値 

 
 
 命

の
危
機
を
感
じ
る
く
ら
い
の
暴

力
を
受
け
る 

医
師
の
治
療
が
必
要
と
な
る
程
度

の
暴
力
を
受
け
る 

医
師
の
治
療
が
必
要
と
な
ら
な
い

程
度
の
暴
力
を
受
け
る 

な
ぐ
る
ふ
り
を
し
て
脅
さ
れ
る 

あ
な
た
が
嫌

性

的
な
行
為
を
強
要
さ
れ
る 

あ
な
た
が
嫌

ポ
ル
ノ

ビ
デ
オ
や
ポ
ル
ノ
雑
誌
を
見
せ
ら
れ
る 

何
を
言

無
視
さ
れ
続
け
る 

交
友
関
係
や
電
話
を
細
か
く
監
視

さ
れ
る 

｢

誰
の
お
か
げ
で
生
活
で
き
る
ん
だ｣

や

｢
｣

な
ど
と
言
わ
れ
る 

大
声
で
ど
な
ら
れ
る 

家
に
生
活
費
を
入
れ
な
い 

子
ど
も
の
前
で

11

よ
う
な
行
為
を
す
る 

受
け
た
こ
と
が
な
い 

不
明
・
無
回
答 

女性 1.4 2.4 5.4 6.8 4.1 0.3 6.0 3.5 7.3 17.4 4.1 5.7 59.8 10.6 

男性 0.3 0.3 0.3 2.4 0.7 0.3 9.1 1.0 2.8 4.9 0.7 0.7 60.1 22.7 

   

71.6

81.5

89.5

57.4

89.2

80.9

74.6

49.3

52.8

64.7

56.8

68.9

47.0

67.7

79.7

42.0

80.2

70.2

61.7

38.9

43.8

48.8

37.7

54.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平手でうつ

足でける

身体を傷つける可能性のある

ものでなぐる

なぐるふりをして脅す

刃物などを突きつけて脅す

相手が嫌がっているのに

性的な行為を強要する

相手が嫌がっているのに

ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

相手の交友関係や

電話を細かく監視する

｢誰のおかげで生活できるんだ｣

などと言う

大声でどなる

家に生活費を入れない

今回調査 前回調査

（%） 

【「どんな場合でも暴力にあたる」と答えた割合の比較】 

【配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等から次の行為を一度でも受けたことがあるか】 
（単位：%） 

（全体 N＝669） 

 

（今回調査 全体 N＝669、前回調査 全体 N=1,133） 
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【６】セクシュアル・ハラスメントについて 

● セクシュアル・ハラスメントだと思う行為について、前回調査と比較するとすべての項目に

おいてセクシュアル・ハラスメントだと思う割合が増加しています。 

● 全体で２割程度の人が何らかのセクシュアル・ハラスメントを受けた経験があり、男性に比

べて女性の割合が多くなっていますが、「性的なうわさを流された」については、男性が女

性の割合を上回っています。 

 
 

 
 
 
 
 

82.1

80.7

62.8

71.7

49.7

32.3

55.4

64.9

65.8

0.8

4.1

9.5

85.3

78.3

57.7

69.9

54.9

33.9

54.9

59.4

61.5

1.0

2.8

10.1

85.7

71.4

57.1

71.4

57.1

57.1

71.4

71.4

57.1

0.0

14.3

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

地位や権限を利用して、

性的な関係を迫ること

さわる、抱きつくなど

肉体的接触を行うこと

性的冗談や質問、ひやかしの

言葉などをかけること

ヌードポスターやわいせつ本、性的ジェス

チャーを見せたりして、からかうこと

宴席でのお酌やデュエット、

ダンスなどを強要すること

結婚予定や出産予定をたびたび聞くこと

目のつきやすい所に、ヌードポスターやわい

せつ本、カレンダーなどを置いておくこと

身体をじろじろ見たり、容姿のことを

すぐ話題にしたりすること

｢交際・交友関係が派手だ｣などと

性的なうわさを流すこと

その他

わからない

不明・無回答

女性 男性 女性・男性と答えることに抵抗を感じる

【次の行為を受けたとき、セクシュアル・ハラスメントだと思うかについて】 

（%） 

（全体 N＝669） 
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  年
齢
や

な
ど
の
こ
と
に
つ
い
て

不
愉
快
な
意
見
や
冗
談
を
言
わ
れ
る 

卑
わ
い
な
言
葉

会
話
を
聞
か
さ
れ
る 

わ
ざ
と
身
体
に
触
れ
ら
れ
る 

宴
会
な
ど
で
お
酌
や

ダ
ン
ス
な
ど
を
強
要
さ
れ
る 

性
的
な
う
わ
さ
を
流
さ
れ
る 

嫌

交

際
を
求
め
ら
れ
る 

性
的
な
行
為
を
強
要
さ
れ
る 

お
茶

後
片
付

私
用
等
を

強
要
さ
れ
る 

い
ず
れ
も
経
験
が
な
い 

不
明
・
無
回
答 

女性 10.1 10.3 14.9 9.2 1.9 4.6 2.4 9.5 53.5 14.4 

男性 5.9 1.7 2.8 2.1 3.5 2.4 2.4 2.1 68.5 22.0 

83.4

79.5

60.4

71.0

52.2

33.3

55.5

62.6

63.8

0.9

3.6

9.9

72.4

69.8

48.8

57.2

41.5

25.5

44

52.7

54.1

0.6

3.4

20.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

地位や権限を利用して、

性的な関係を迫ること

さわる、抱きつくなど

肉体的接触を行うこと

性的冗談や質問、ひやかしの

言葉などをかけること

ヌードポスターやわいせつ本、性的ジェ

スチャーを見せたりして、からかうこと

宴席でのお酌やデュエット、

ダンスなどを強要すること

結婚予定や出産予定をたびたび聞くこと

目のつきやすい所に、ヌードポスターや

わいせつ本などを置いておくこと

身体をじろじろ見たり、容姿のことを

すぐ話題にしたりすること

｢交際・交友関係が派手だ｣などと

性的なうわさを流すこと

その他

わからない

不明・無回答

今回調査 前回調査

【セクハラであると思う行為についての比較】 

（%） 

（今回調査 全体 N＝669、前回調査 全体 N=1,133） 

※太子町前回調査（Ｈ20）は、今回調査の算出方法に合わせて再計算した数値 

 

【職場や学校、地域などにおいて次のようなセクシュアル・ハラスメントの行為をされたことがあるか】 

（単位：%） 

（全体 N＝669） 
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【７】男女共同参画の推進について 

● 男女共同参画に関する言葉についての認知度をみると、「男女雇用機会均等法」、「ドメステ

ィック・バイオレンス（ＤＶ）」については７割以上、その他の言葉についてはいずれも５

割以下となっています。 

● 年代別でみると、「ジェンダー（社会的性差）」「女性活躍推進法」「ワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）」「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」「性的マイノリティ（Ｌ

ＧＢＴ）」については年代が上がるとともに認知度が低くなっています。 

● 一部の項目について、内閣府の調査と比較をすると、「男女共同参画社会」「ポジティブ・ア

クション」「男女雇用機会均等法」「女性活躍推進法」「ワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）」「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」においては、認知度が内閣府の調

査結果を下回っています。 

● 「男女共同参画社会」の実現に向けて町が力を入れていくべきことについては、「保育の施

設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する」が 36.9％で最も多く、「子

どものときから、学校などで、男女平等意識を育成する指導を行う」が 35.6％、「子育てや

介護中であっても仕事が続けられるよう支援する」が 33.5％とつづいています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

【参考データ】男女共同参画に関する言葉の認知度について（内閣府の調査結果） 

 男女共同 

参画社会 

ポジティブ・ 

アクション 
ジェンダー 

男女雇用 

機会均等法 

女性活躍 

推進法 

ワーク・ライ

フ・バランス 

ド メ ス テ ィ ッ

ク・バイオレンス 

内閣府

（Ｈ28） 
66.6 18.0 40.3 80.1 39.3 42.2 82.1 

45.9

13.9

8.4

44.2

70.7

15.8

24.2

70.1

45.9

7.0

10.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

男女共同参画社会

太子町男女共同参画推進条例

ポジティブ・アクション

（積極的改善措置）

ジェンダー（社会的性差）

男女雇用機会均等法

女性活躍推進法

ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ）

性的マイノリティ

（ＬＧＢＴ）

見たり聞いたり

したものはない

不明・無回答

（全体 N＝669） 

【男女共同参画に関する言葉の認知度について】 

（%） 

資料：内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（Ｈ28） 
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３．第２次計画策定にあたってのポイントの整理 

 国や大阪府、太子町の動向、住民意識調査の結果等を踏まえて第２次計画策定にあたってのポ

イントを整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という固定的な性別役割分担意識に対し

て６割以上が否定的な考えをもっています。前回調査の結果と比較をすると、否定的な考

えが増加しており、肯定的な考えが減少しています。 

しかしながら、家庭における経済面・育児面などでは、どの年代においても男女の役割

分担意識をもつ人が過半数以上みられることから、引き続き、意識啓発を行う必要があり

ます。 

性別役割分担意識にとらわれない生き方については、肯定的な割合が半数以上となって

いますが、年代によって意識に差がみられます。意識啓発にあたっては、様々な媒体を用

いて、あらゆる年代に対するアプローチを行う必要があります。また、学生、子育て世代、

高齢者など、対象を絞って取組を実施していくことも必要となります。 

【１】男女の平等と役割分担について 

調査結果をみると、家事や子育て、地域活動への参加は主に女性が担っており、特に食

事の支度・後片付け、掃除、洗濯などの基本的な家事は女性の役割となっている状況がみ

られます。前回調査においても、日常の家事や介護、子育てなどの役割分担についてはす

べての項目において「主に妻」が「夫婦同じ程度」を上回っていることから、引き続き、

家庭における男女の役割分担が課題であるといえます。 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現、女性の活躍推進をめざして、

男性の家事・育児・介護への参加促進に向けた周知・啓発を行う必要があります。周知・

啓発にあたっては、様々な年代、立場の男性に向けて、家事や育児、介護の講座等へ参加

をすることへの抵抗感をなくすための工夫をする必要があります。また、楽しみながら参

加できるよう、男性のネットワークづくりを支援し、意識啓発の機会を充実させていくこ

とも必要です。 

【２】家庭生活等について 

前回調査の結果と比較をすると、子どもには、性別に関係なく本人の意思を尊重した生

き方をしてほしいという考えが強くなってきている傾向があります。また、「経済的な自立」

や「家事」の項目における男女差も、前回調査に比べて小さくなっています。引き続き、

地域や学校、家庭において男女共同参画に関する意識づくりの推進が求められます。 

インターネット等の普及から子どもでも簡単に情報が得られる背景を踏まえて、学校教

育の場においては、性の多様性への理解やメディア・リテラシーの育成について学習する

機会を提供することも重要となります。 

【３】教育について 
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 デートＤＶ等、暴力が多様化している状況の中、あらゆる暴力を根絶するためには、住

民一人ひとりの暴力を容認しない意識醸成が必要不可欠となります。前回調査の結果と比

較をすると、「どんな場合でも暴力にあたる」と思う割合は、すべての項目で増加がみられ

ることから、暴力への意識は高まりつつあると考えられます。 

一方で、暴力であると思う行為の認識については、男女で差がみられるほか、全体で２

割程度の人が何かしらの暴力行為を受けた経験がある状況です。相手の気持ちを理解し、

コミュニケーション能力を向上させるなどの暴力の抑制につながる啓発方法や学習の場を

検討する必要があります。 

また、行為を受けたものの誰にも相談をしていない人が半数以上いることから、相談支

援体制のさらなる充実と相談機関の周知の徹底が課題となります。相談支援にあたっては

被害者が相談しやすい体制づくりを進めるとともに、相談後の被害者の安全確保や継続的

な相談支援を行う必要があります。また、暴力の再発防止に向けて、加害者の更生支援も

合わせて検討していく必要があります。 

【５】暴力（ドメスティック・バイオレンス－ＤＶ）について 

 女性の職業生活における活躍の推進、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現のために、男女が働きやすい職場環境づくりが重要となっています。住民意識調査

の結果をみると、特に管理職への女性の登用、男性の育児・介護休暇などの休暇の取得が

課題であるといえます。 

 女性が活躍するために必要だと思うことについては、育児・介護休業制度の充実や保育

施設・サービスの充実が特に重要視されています。 

 企業に対しては、具体的な事例等を紹介するなど、より効果的な啓発活動を推進すると

ともに、役場がモデルケースとなるよう、男性職員の育児・介護休業等の取得促進などの

取組を行う必要があります。 

また、住民に向けても、育児・介護休業等などの諸制度に関する情報提供を行い、育児

や介護と仕事の両立に向けて、各種制度の利用を促進できるよう取り組むことが重要とな

ります。 

【４】就労について 
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前回調査の結果と比較をすると、「セクハラであると思う行為」については、すべての項

目で増加がみられることから、セクシュアル・ハラスメントへの意識は高まりつつあると

考えられます。 

一方で、全体で２割程度の人が何かしらのセクシュアル・ハラスメントを受けた経験が

ある状況です。対等な職場環境づくりをめざして、企業への意識・啓発が重要となります。

また、職場内で相談できない被害者に対する相談支援等も充実させていく必要があります。 

その他、企業だけではなく、地域活動などの様々な場面においてハラスメントを防止す

る体制づくりを進める必要があることから、様々な主体との連携や情報交換を行う必要が

あります。 

【６】セクシュアル・ハラスメントについて 

 男女共同参画に関する言葉について、「男女雇用機会均等法」、「ドメスティック・バイオ

レンス」では認知度が７割以上となっていますが、その他の言葉については、いずれも過

半数以下となっています。 

世代別でみると、高齢世代においては、男女共同参画に関する言葉の認知度が若い世代

に比べて低くなっている傾向があり、これらが世代での意識の差にもつながっていると考

えられます。男女共同参画の推進にあたっては、子ども、高齢者、子育て世代等、世代や

状況に応じて効果的な取組を検討していく必要があります。 

また、性的マイノリティへの配慮や理解の促進を通じて、性の多様性を尊重する意識の

醸成と、性別によって差別されることのない社会づくりに取り組むことも重要です。 

男女共同参画社会の実現に向けては、保育・子育てや介護に関する支援、子どもへの教

育が重要視されていることから、庁内においても子育て分野や高齢分野等との連携体制の

構築を図る必要があります。 

【７】男女共同参画の推進について 
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第４章 施策の基本方針と計画の推進 

１．施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

基本目標１  

男女共同参画の実現に 

向けた意識づくり 

施策１ 男女平等についての啓発の推進 

● 男女平等に関する啓発・広報活動の充実 

施策２ 性の区分にとらわれず、個性を尊重した学校教育の推進 

● 男女平等の推進に向けた教育内容の充実 

● 学校教育の場における男女共同参画の推進 

● 発達段階に応じた男女平等の学習の推進 

施策３ 性の区分にとらわれず、自己実現のできる生涯学習の推進 

● 男女共同参画社会の実現のための生涯学習の推進 

施策４ 性の区分にとらわれず、個性を尊重した家庭教育の推進 

● 性別にとらわれない子育ての推進 

● 親の家庭教育参加の支援・促進 

施策５ 性教育に関する教育・啓発の推進 

● ライフステージに応じた性教育の推進 

● 多様な性について理解を深める教育機会の提供 

基本目標３  

男女共同参画による 

まちづくり 

【女性活躍推進計画】 

施策１ 社会活動・地域活動への男女共同参画の推進 

● 男女共同参画を推進するグループへの支援 

● 地域活動における男女共同参画の推進 

● 地域活動における意思決定機関への女性の参加の促進 

施策２ 政策・方針決定機関への男女共同参画の推進 

● 審議会委員等への女性の参画促進 

● 町政への女性の参画促進 

基本目標２ 

仕事と生活の調和 

（ワーク・ライフ・バラン

ス）の実現 

【女性活躍推進計画】 

施策１ 家庭生活における男女の共同責任の促進 

● 男性の家事・育児・介護への参加の促進 

● 住民に向けた育児休業・介護休業制度等の取得促進 

施策２ 働きやすい環境づくり 

● 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進 

● ハラスメントに対する啓発と相談体制の充実 

● 保育園・放課後児童会における保育内容及び保育時間の整備 

● 企業に向けた育児休業・介護休業制度等の取得促進 

● 自営業における家族従業者や、農業に従事する非雇用労働者への啓発 

施策３ 町における女性職員の登用と管理職への登用の促進 

● 男女職員が多様な経験を積むことができる人事配置の推進 

● 町職員の研修機会の拡大 

● 女性職員の管理職への積極的な登用の推進 
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施策１ 男女の人権に対する理解の促進 

● 広報や学習、教育などを通じた人権尊重についての 

意識啓発の推進 

● 人権侵害に苦しむ人々に対する支援体制の整備 

● 性的マイノリティに対する理解促進と配慮 

基本目標４ 

だれもが安心して暮らす 

ことのできる環境の整備 

施策２ 生涯を通じた健康に対する総合的な支援 

● 妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援体制の 

充実 

● 生涯を通じた健康維持のための検診及び健康相談機能

の充実 

● 心の健康づくりの推進 

● 喫煙・ドラッグ・アルコール依存症などに対する教育 

施策３ 援助を必要とする人たちへの自立支援 

● 障がいのある人が地域で自立して安定した暮らしを 

していくための支援体制の充実 

● 援助を必要とする高齢者を地域で支える体制の構築 

● 在宅介護・看護に対する支援体制の充実 

施策４ ひとり親家庭の福祉の充実 

● ひとり親家庭等の生活の安定と社会福祉の充実 

● ひとり親家庭等の就労支援対策の促進と保育体制の充実 

● ひとり親家庭のネットワークづくりの促進 

基本目標５ 

あらゆる暴力・ハラスメン

トの根絶 

【ＤＶ防止基本計画】 

施策３ あらゆる暴力・ハラスメントに対する保護体制の 

整備と自立支援の強化 

● 被害者及び被害者の同伴者に対する一時保護機関の紹介 

● 継続した保護体制の整備 

● 被害者の自立生活促進に向けた支援体制の整備 

施策４ 関係機関との連携 

● 国及び大阪府との連携・協力体制の強化 

● 配偶者暴力支援センターとの連携強化 

施策１ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）への対策の充実 

● 男女がお互いの人権意識を高めるための啓発活動の推進 

● 配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等からの暴力 

（ＤＶ）に関する啓発・学習機会の提供 

● 暴力の被害者に対する相談支援体制の充実 

施策２ セクシュアル・ハラスメントへの対策の充実 

● セクシュアル・ハラスメントに対する理解の促進 

● セクシュアル・ハラスメントに対する相談支援体制の充実 
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２．施策の内容 

基本目標１ 男女共同参画の実現に向けた意識づくり 

【施策１】男女平等についての啓発の推進 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男女平等に関する啓発・広報活動の充実 

  性別に基づく固定的な役割分担意識にとらわれず、一人ひとりが自分らしい生き方を選択すること

ができるよう、広報紙やホームページ、講演会等の様々な機会を通じて男女共同参画に関する啓発・

広報活動を実施します。６月の「男女共同参画推進月間」には役場内に特設コーナー設置し、集中的

な啓発を行います。 

 

【施策２】性の区分にとらわれず、個性を尊重した学校教育の推進 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男女平等の推進に向けた教育内容の充実 

  各教科指導や様々な行事を通じて、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、子どもたちが主体的

に学び、考え、行動する姿勢を育みます。指導にあたっては、性別に関係なく分け隔てのない対応を

し、教育内容の充実に努めます。 

 ● 学校教育の場における男女共同参画の推進 

  男女共同参画について教職員自身の理解が深まるよう、参加・体験型の研修を取り入れるなど、教

職員研修の工夫・改善を図ります。また、校長や教頭など、管理職への女性の登用に努めます。 

 ● 発達段階に応じた男女平等の学習の推進 

  幼児のうちから性の区別にとらわれない意識をはぐくむためにも、保育所（園）・認定こども園・幼

稚園等において、男女平等の保育・教育環境をつくるとともに、関係機関と連携しながら、保育、幼

児教育関係者に対して、男女平等教育を行うための研修や指導の強化を図ります。 

 性の差別のない社会をつくっていく上で、学校教育の果たす役割は非常に大きなものがありま

す。アンケート調査の結果をみると、学校教育の場では７割近くが男女の地位について「平等で

ある」と回答していますが、子どもを取り巻く環境の変化等を踏まえ、引き続き学校教育全体を

通じて、男女の役割についての固定的な考え方に縛られず、子どもたち自身が主体的に学び、考

え、行動する姿勢を育む必要があります。 

 男女共同参画社会を実現するためには、女性も男性もだれもがお互いの個性や意思を尊重しな

がら自立の意識を有することが不可欠です。そうした男女の人権尊重の意識や男女平等意識を育

てるために、様々な媒体・機会を通して啓発活動を行っていくことが求められます。 
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【施策３】性の区分にとらわれず、自己実現のできる生涯学習の推進 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男女共同参画社会の実現のための生涯学習の推進 

  公民館などにおける地域の生涯学習を支援し、男女平等・対等の意識を育てる活動を充実させると

ともに、生涯学習の場や学習講座の充実を図ります。 

  講座の開催にあたっては、働く世代や子育て世代が参加しやすいよう、開催日の調整や託児を設け

るなどの工夫に努めます。 

  また、より多くの人が参加できるよう、町ホームページ等を利用した効果的な情報発信を行います。 

 

【施策４】性の区分にとらわれず、個性を尊重した家庭教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 性別にとらわれない子育ての推進 

  子どもたちが、社会生活においても家庭生活においても、性別にとらわれない自律・自立した生き

方ができるよう、子どもたちの未来を見据えた、ジェンダーにとらわれない家庭教育を推進します。 

  そのために、保育、教育機関、保健福祉機関、図書館、公民館などの様々な関係機関・団体と連携

し、保護者を対象とした、子どもの個性を尊重する態度を身に付けるための学習機会の提供や、意識

啓発を行います。 

 ● 親の家庭教育参加の支援・促進 

  家庭における教育や育児について親が子育てに積極的に関わることは、子どもの将来に関わる重要

なことがらでもあり、子育てをすることにより親もともに育っていくことができます。 

  親が積極的に子育てに関わるためのプログラムの開発や、保健センターにおける両親教室の開催な

ど、子育てに積極的に関わる機運を高めるための学習機会の充実を図ります。 

  

 男女共同参画社会の形成のためには、子どもたちの教育だけでなく、すでに社会で活躍してい

る世代の意識改革が大切になります。そのためにも、社会教育の中で積極的に男女平等参画社会

の学習を進める必要があります。 

 アンケート調査の結果をみると、前回の調査結果に比べて、子どもには、性別に関係なく本人

の意思を尊重した生き方をしてほしいという考えが強くなっていることが分かります。 

一方で、家庭における家事や育児の役割の多くを女性が担っている状況もあります。子どもた

ちが男女平等意識を身につけ成長するためには、家庭の中で親が性別にとらわれない意識を持つ

ことが重要となることからも、引き続き、家庭における男女平等意識を高めるための意識変革を

促進する必要があります。 
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【施策５】性教育に関する教育・啓発の推進 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● ライフステージに応じた性教育の推進 

  人権尊重、男女平等の視点に立ち、学校、地域、職場など様々な場所において、ライフステージに

応じた性教育を実施します。 

  特に、学校においては各学年の発達段階に応じて内容を検討し、適切な性教育を推進していきます。 

 ● 多様な性について理解を深める教育機会の提供 

  一人ひとりが互いに尊重し合うためには、それぞれの身体の特徴を十分に理解し、性に関する正し

い知識を持つことが大切です。 

  低学年の時期からの学校、家庭、地域社会での性教育を通して、性についての理解の推進につなげ

ます。 

 

 

■ 目標数値 

指標 策定時値（2019） 目標値（2029） 

①「男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」につい

て否定的＊な人の割合（住民意識調査結果より） 
61.9％ 70％ 

②「男の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよ

い」について否定的＊な人の割合 

（住民意識調査結果より） 

37.5％ 50％ 

＊「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計  

性別に関わらず、一人ひとりが対等な立場に立ち、お互いの性を尊重することのできる社会の

実現のためには、一人ひとりが学校、家庭、地域、職場等の様々な機会を通して「性」の多様性

や大切さを学習し、性についての正しい認識をもつことが重要となります。 
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基本目標２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現【女性活躍推進計画】 

【施策１】家庭生活における男女の共同責任の促進 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男性の家事・育児・介護への参加の促進 

  男性が家事や育児、介護に積極的に参加できるよう、家事や育児について学ぶことのできる機会を

提供し、家庭生活における、家事や育児、介護への男性の参加を促進します。 

  また、男性の積極的な参加促進にあたっては、本人をはじめ、女性や職場の意識改革を行い、男性

が講座等に参加することへの抵抗感を無くしていく必要があります。様々な機会を通して、男女がと

もに家事や育児、介護へ参加することについての啓発活動を行います。 

● 住民に向けた育児休業・介護休業制度等の取得促進 

  家庭生活において、男女がともに責任をもって家事や育児、介護を行えるよう、住民に対して、育

児休業・介護休業制度等の普及・啓発を行い、取得を促進していきます。 

【施策２】働きやすい環境づくり 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進 

  企業に対して、職場における男女平等意識の啓発を行い、雇用の場における男女の均等な取り扱い

の推進、女性の能力発揮促進のための支援につなげます。 

● ハラスメントに対する啓発と相談体制の充実 

 職場におけるパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントを

なくすため、企業に対する積極的な啓発・広報活動に取り組みます。 

 また、ハラスメントに悩んでいる人のために、職場の相談支援体制を充実させることへの協力を事

業者に対して求めていきます。同時に、職場内では相談ができない人に対しては、各種相談窓口に関

する情報提供を行います。 

アンケート調査の結果をみると、家庭における家事等について「よくしている」割合は、すべ

ての項目において女性が男性を上回っており、特に食事の支度・後片付け、掃除、洗濯について

はほとんどを女性が担っている状況が分かります。 

あらゆる分野における女性の活躍に向けては、家庭における男女の役割分担が必要不可欠とな

ります。男性が家事や育児等に積極的に参加できるよう取り組むことが求められます。 

 アンケート調査の結果をみると、就労の場における管理職への登用や育児・介護休業等の取得

などについては、男女で差がみられる状況があります。 

 職業生活における女性のさらなる活躍、そして、一人ひとりが仕事と家庭の調和を実現させる

ためには、男女がともに働きやすい環境をつくることが必要不可欠となります。 
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● 保育園・放課後児童会における保育内容及び保育時間の整備 

 就労形態や家族形態の変化・多様化に対応できるよう保育園や放課後児童会の現状について検討し、

定数の見直しなど保育内容の整備に努めます。 

● 企業に向けた育児休業・介護休業制度等の取得促進 

  一人ひとりが仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できるよう、企業に向けた育

児休業・介護休業制度等に関する情報提供を行うとともに、従業員の取得促進や職場復帰しやすい職

場環境づくりに向けた啓発を行います。 

● 自営業における家族従業者や、農業に従事する非雇用労働者への啓発 

  農業、自営業・中小零細企業、家内労働に従事する女性労働者の健康面や、労働状態などの実態を

把握し、就業環境の整備と育成を住民とともに進めます。 

 

 

■ 目標数値 

指標 策定時値（2019） 目標値（2029） 

①「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度 

（住民意識調査結果より） 
24.2％ 70％ 

②「雇用の機会や働く分野」における男女の地位が 

平等だと思う人の割合（住民意識調査結果より） 
18.4％ 30％ 
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基本目標３ 男女共同参画によるまちづくり【女性活躍推進計画】 

【施策１】社会活動・地域活動への男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男女共同参画を推進するグループへの支援 

  男女共同参画の推進にあたっては、行政や企業、家庭だけではなく、社会活動や地域活動団体によ

る取組の推進も重要となります。男女共同参画を推進するグループに対しては、各グループの交流促

進や情報の提供、活動拠点等の整備・充実を図り、支援を行います。 

● 地域活動における男女共同参画の推進 

  様々な分野で、独自の視点に立って自主的に活動している地域活動は、男女共同参画社会を実現す

るために大切な存在です。近年では、主に若い世代において地域活動への参加意向が減少している傾

向がみられますが、男女がともに積極的にまちづくりに参加できるよう情報の提供と啓発活動を行い

ます。 

● 地域活動における意思決定機関への女性の参加の促進 

 各種団体等の役員人事は、男性優先の慣習に縛られることなく、女性の登用を図り、男女が協働し

て地域社会の活性化に参画していく機運の醸成を図ります。 

 また、町会・自治会、ＰＴＡ、商工会等各種団体への女性の参画を促進していきます。 

 

【施策２】政策・方針決定機関への男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

  

 だれもが暮らしやすい地域社会を構築していくためには、男女共同参画の視点をもった社会活

動・地域活動の推進、性別や年齢が固定化しない組織づくりが求められます。 

 また、あらゆる分野における女性の活躍推進に向けて、社会活動や地域活動における女性の積

極的な参加が期待されています。 

これまで、政策・方針決定機関の場は主に男性で構成されてきた傾向がありましたが、政策・

方針決定過程への女性の参画は、男女平等を実効性のあるものにするとともに、まちづくりに女

性の考えを反映させるためには不可欠な条件です。 

政策・方針決定機関への女性の積極的な参画を通して、女性の活躍の機会を拡大させるととも

に、男女がともに責任を担い、積極的に参画していくことのできる環境整備が求められます。 
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具体的な取組 

 ● 審議会委員等への女性の参画促進 

  審議会等の女性委員の割合を増やし、役員選出に際しては女性委員の積極的な登用を図ります。ま

た、委員の選出に当たっては、必ずしも充て職（団体の長や役職）にとらわれることのない、柔軟な

選出方法についても検討します。 

● 町政への女性の参画促進 

  各種団体等の方針決定や、町議会等に女性の参加・参画を促すための情報や機会の提供を図ります。 

 

【施策３】町における女性職員の登用と管理職への登用の促進 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男女職員が多様な経験を積むことができる人事配置の推進 

  建設・土木や看護職等、男性または女性の職域とされている部門についても、男女平等意識に基づ

いて配置できるように検討を行います。 

  なお、人事の評価や配置については、平成 28年に策定した「太子町人材育成基本方針」に基づいて

実施します。 

● 町職員の研修機会の拡大 

  人権意識に基づく男女平等についての研修等への参加機会を拡大し、男性職員、女性職員とも積極

的な参加を促します。 

● 女性職員の管理職への積極的な登用の推進 

  女性職員の管理職への登用を引き続き積極的にすすめるとともに、人材育成にも努めます。 

また、女性職員の積極的な採用に向けて、仕事と子育てに励む女性職員の声などを紹介し、女性が

活躍できる職場であることを広報やホームページ等で周知します。 

 

■ 目標数値 

指標 策定時値（2019） 目標値（2029） 

①庁内の女性管理職（課長補佐以上）の割合 14.3％ 20％ 

②行政委員会等の女性委員の割合 19.5％ 50％ 

 ＊2019 年（平成 31 年）４月１日時点 

  

あらゆる分野における女性の活躍を推進していくためには、町がモデルケースとなり、率先し

て取組を行うことが重要となります。 

本町において平成 28 年３月に策定した「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」に基

づき、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進します。 
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基本目標４ だれもが安心して暮らすことのできる環境の整備 

【施策１】男女の人権に対する理解の促進 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 広報や学習、教育などを通じた人権尊重についての意識啓発の推進 

  広報による啓発や人権学習の講座などを通して、「人権尊重のまちづくり」をめざします。憲法週間

や人権週間には商業施設等と連携した啓発活動や講演会などを実施し、集中的な啓発を行います。 

● 人権侵害に苦しむ人々に対する支援体制の整備 

  職場や家庭、地域などにおいて人権侵害に苦しむ方々に対する相談体制の充実を図ります。人権に

関するどのような相談にも対応できるよう、総合相談窓口として人権全般の相談事業を実施します。 

  相談支援にあたっては、近隣の自治体と連携し窓口の充実を図るとともに、各関係機関と連携して

状況の改善を図ります。 

● 性的マイノリティに対する理解促進と配慮 

  学校教育や生涯学習等を通じて性的マイノリティについての学習機会を提供し、理解の促進に努め

ます。また、行政窓口等では、性的マイノリティに配慮した対応に努めます。 

【施策２】生涯を通じた健康に対する総合的な支援 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援体制の充実 

  地域に暮らすあらゆる母子が健やかに生活できるよう、情報提供や相談支援の充実を図り、妊娠期

から出産、育児に至るまで、切れ目のない支援を実施します。  

 様々な不平等や差別を無くし、すべての人権を大切にする文化なしには、男女共同参画の実現

はありえません。 

一人ひとりが互いの人権を尊重することができるような社会をつくるため、引き続き、すべて

の年代の人に向けて、あらゆる機会を通じた啓発活動を継続していく必要があります。 

少子・高齢化が進む中、健康寿命の延伸と健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の構築に

向け、生涯を通じた心と身体の健康づくりが重要となっています。 

また、女性に対しては妊娠から出産、育児までの不安を解消できるよう、切れ目のない支援を

行うことが必要です。 
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● 生涯を通じた健康維持のための検診及び健康相談機能の充実 

  住民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、生涯を通じて健康で生きがいのある生活をおく

るために、健康に対する正しい情報提供を行います。 

  また、地域の医療機関や保健福祉機関等との連携により、定期的な健康診断や生活習慣病の予防、

母子の健康づくりへの支援や健康づくりの相談支援を実施します。 

● 心の健康づくりの推進 

  心の健康づくりの推進に向けて、相談窓口の周知を行うとともに、心の健康づくりについての知識

と相談技術を持つ人材の育成を図り、相談機能を強化します、また、学校や職場等では、心の健康づ

くりに関する理解を広めるための啓発活動や学習機会を提供します。 

● 喫煙・ドラッグ・アルコール依存症などに対する教育 

  喫煙やアルコール、ドラッグなどの危険から住民を守るために、とりわけ若年層に向けて薬物等へ

の依存防止の啓発活動を推進するとともに、早期に問題を発見して的確に対応するため、薬物乱用防

止委員、保護者や学校、医療機関、民生委員児童委員などと連携を密にし、街頭パトロールや相談等

の活動を推進します。 

【施策３】援助を必要とする人たちへの自立支援 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 障がいのある人が地域で自立して安定した暮らしをしていくための支援体制の充実 

  障がいのある人が地域の中で安定した生活を営むことができるよう、障がい福祉の充実を図る

とともに、啓発・広報活動や福祉教育、交流事業を推進し、だれもが安心して豊かに暮らせる地

域づくりに取り組みます。 

● 援助を必要とする高齢者を地域で支える体制の構築 

  一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、地域生活で何らかの支援が必要な高齢者に対して、

ニーズに合ったサービスの提供を行うとともに、地域における介護予防活動、居場所づくり、見

守り体制の充実を図り、高齢者の自立生活を支援します。 

● 在宅介護・看護に対する支援体制の充実 

  在宅介護・看護の負担を軽くし、高齢者や障がいのある人が地域で安心して暮らすことができ

るよう、ホームヘルパーや訪問看護師の派遣制度の充実を図るとともに、在宅介護や看護を支え

る制度について住民への情報提供に努めます。  

 住み慣れた地域の中で、高齢者や障がいのある人が健康で安心し、いきいきとした生活を送る

ためには、地域での支えあいが必要であり、地域社会の福祉的機能の充実と福祉ネットワークの

形成が必要です。 

高齢者や障がいのある人が、介護や支援が必要になっても地域で安心して生活を送ることがで

きるように、地域全体で支える体制を構築する必要があります。 
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【施策４】ひとり親家庭の福祉の充実 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

● ひとり親家庭等の生活の安定と社会福祉の充実 

ひとり親家庭等支援が必要な家庭に対し、子どもの健やかな成長が実現できるよう、育児・家

事支援など、総合的な支援を充実させることで、生活上の困難な状況を改善します。 

特に、経済基盤の弱いひとり親家庭等の自立支援として、児童扶養手当や母子・父子・寡婦福祉資

金貸与についての相談や制度についての情報提供を行います。 

● ひとり親家庭等の就労支援対策の促進と保育体制の充実 

経済的自立が難しいひとり親家庭等に対して、就労相談から就職情報の提供、就労支援講習会

の開催や職業能力向上のための訓練などの情報提供を行い、就労による自立を図るために、ハロ

ーワークなどと連携をとりながら就労支援を行います。 

また、ひとり親家庭等の親や保護者が働きやすくなるよう、保育園における延長保育や休日保

育、放課後児童会での受入れ、地域での見守り体制の充実など、安心して働くことができる環境

づくりに向けて支援を行います。 

● ひとり親家庭のネットワークづくりの促進 

  ひとり親家庭は、子育ての心理的・経済的負担が大きく、また、社会的にも孤立しがちである

ことから、ひとり親家庭の個別のニーズに応えるとともに、特にひとり親家庭の「自立支援」の

ための相談、情報提供体制を充実させます。 

  また、地域との関わりの少ないひとり親家庭を対象に、地域でのネットワークづくりを支援し

ます。 

■ 目標数値 

指標 策定時値（2018） 目標値（2029） 

①子育て支援センター利用者数（親・子両方を含む） 1,687 人 1,800 人 

②介護予防普及事業の参加者数 4,208 人 5,000 人 

③地域介護活動支援事業の参加者数 6,414 人 7,000 人 

④就労移行支援（障がい福祉計画） 4 人 5 人 

＊2018（平成 30）年度延べ人数 

  

 経済面や生活面において困難を抱えるひとり親家庭に対しては、生活安定のためのサポート体

制を築いていくことが求められます。 

地域で支え合うネットワークの形成と行政サービスを充実させ、生活の安定と自立を支援する

必要があります。 
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基本目標５ あらゆる暴力・ハラスメントの根絶【ＤＶ防止基本計画】 

【施策１】配偶者等からの暴力（ＤＶ）への対策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 男女がお互いの人権意識を高めるための啓発活動の推進 

  暴力は、性別を問わず、被害者の人間としての尊厳を侵害するものです。とりわけ、経済的・社会

的に優位に立つことが多い男性から、劣位に立つことが多い女性に向かってふるわれる暴力は、被害

者に恐怖と不安を与え、活動を束縛し、自信を失わせて従属的な状況に追い込む結果を招くこともあ

ります。 

  配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為、売買春、性犯罪など、

あらゆる暴力を防止するために、様々な媒体・機会を活用した啓発活動を推進します。特に、11 月の

「女性に対する暴力をなくす運動期間」には、集中的な啓発を行います。 

● 配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等からの暴力（ＤＶ）に関する啓発・学習機会の提供 

 配偶者や恋人からの暴力の被害者は多くの場合女性であり、配偶者が暴力を加えることは女性の人

権を侵害し、男女共同参画社会の実現の大きな妨げとなります。 

 配偶者や恋人からの暴力の実態についての情報を収集・分析し、暴力の現状や対策についての啓発・

学習機会の提供などを実施し、あらゆる暴力の根絶をめざします。 

● 暴力の被害者に対する相談支援体制の充実 

 暴力を受けた被害者が安心して相談できるよう、適切に相談が行える体制づくりに努めます。また

困難な事案については大阪府女性相談センターなどの相談機関に繋ぎ、適切な支援が受けられるよう

に努めます。 

 また、暴力の被害者になった人が緊急避難することができる機関や、医学的・心理学的な援助カウ

ンセラーなどによる心のケアを行うための機関など、被害者の状況に応じて、適切な相談機関と連携

を強化し、迅速的確な被害者支援に努めます。 

 日本語による意思疎通が困難な人に対しては、自分の国の言葉による相談ができるよう、民間団体

等の協力を得て通訳者を確保するなど、相談体制の充実に努めます。 

 配偶者等からの暴力（ＤＶ）や恋人間の暴力（デートＤＶ）など、異性間における暴力が多様

化している現状があります。 

 国の「第４次男女共同参画基本計画」においても、女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に

対応しつつ、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて取組を強化することが、改めて強調され

ています。 

 あらゆる暴力の根絶に向けて、お互いが人権を尊重し合い、あらゆる暴力を阻止するための意

識啓発を行う必要があるとともに、被害者が安心して生活を営めるよう、相談支援体制のさらな

る充実が求められます。 
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【施策２】セクシュアル・ハラスメントへの対策の充実 

 

 

 

 

 

● セクシュアル・ハラスメントに対する理解の促進 

セクシュアル・ハラスメントの根絶に向けて、職場や学校など、あらゆる機会においてセクシュア

ル・ハラスメントへの認識・理解を深めるための啓発・広報活動に取り組みます。 

啓発・広報にあたっては、固定的な性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアル・ハラスメント

の発生の原因や背景にもなることや、性別に関わらず被害者・加害者になり得ることなどについても

周知し、ハラスメントの未然防止に努めます。 

● セクシュアル・ハラスメントに対する相談支援体制の充実 

 セクシュアル・ハラスメントに悩んでいる人が早急に安心して相談できるよう、相談窓口の周知を

図るとともに、状況に応じて的確な相談支援ができるよう、相談窓口の質の向上を図ります。 

 事業者に対しては、職場の相談支援体制を充実させることへの協力を求めていきます。 

【施策３】あらゆる暴力・ハラスメントに対する保護体制の整備と自立支援の強化 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 被害者及び被害者の同伴者に対する一時保護機関の紹介 

 被害者やその同伴する家族に適当な緊急の寄宿先がない場合は、さらなる被害を防ぎ、安全な生活

を確保するために、本人の意思を尊重した上で、一時保護機関へ繋げます。 

 ● 継続した保護体制の整備 

 一時保護の後、地域で生活をはじめた被害者については、その状況を踏まえ、引き続き相談支援や

自立を支援するための情報提供を継続し、被害者の支援が途切れることのないようにします。 

また、加害者が被害者の個人情報等を得られないよう、徹底した配慮を行います。 

 アンケート調査結果をみると、セクシュアル・ハラスメントへの意識は高まりつつあると考え

られますが、何かしらのセクシュアル・ハラスメントを受けた経験がある人も一定数いる状況で

す。 

 セクシュアル・ハラスメントの根絶に向けては、一人ひとりがセクシュアル・ハラスメントへ

の認識と理解を深められるよう、様々な機会で啓発をしていくことが重要です。また、ハラスメ

ントの被害者に対する相談窓口の周知と相談しやすい環境づくりを行うことが求められます。 

 暴力やハラスメントの被害者による相談後は、被害者及びその関係者の安全を図るため、被害

者に関わる情報の管理等、徹底した保護体制を整備する必要があります。 

 また、被害者が自立した生活を送ることができるよう、就労に関する情報提供等、様々なサポ

ートを行っていくことが重要です。 
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 ● 被害者の自立生活促進に向けた支援体制の整備 

 被害者の生活保護の適用、児童福祉法の規定に基づく母子生活支援施設における保護の実施、同扶

養手当の支給等、福祉事務所への相談を進めるなど、生活支援施策についての窓口や手続きなどにつ

いて情報提供などを行います。 

 被害者の自立を支援するため、被害者の状況等に応じて公共職業安定所における職業紹介、職業訓

練などの就労支援等に関する情報提供や助言を行います。 

 また、国民年金や医療保険、子どもの就学や保育等について、担当窓口において適切に対応すると

ともに、必要に応じて大阪府等の関係機関と協議し対応していきます。 

【施策４】関係機関との連携 

 

 

 

 

 

具体的な取組 

 ● 国及び大阪府との連携・協力体制の強化 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の推進については、国や大阪府との緊密な

連携を図りながら進めていきます。 

 また、大阪府や医師会、弁護士会などの関係団体や被害者支援団体から構成される「大阪府配偶者

からの暴力の防止及び被害者支援ネットワーク会議」を活用し、関係機関、民間団体との連携を図り

ながら、効果的に施策を推進します。 

 ● 配偶者暴力支援センターとの連携強化 

 大阪府では、配偶者暴力相談支援センターとして、大阪府女性相談センター及び府内子ども家庭セ

ンター（児童相談所）６ヶ所が設置されています。 

 これらの施設と緊密に連携を図り、被害者の保護と自立のための支援を強化していきます。 

  

 被害者の保護及び自立支援を円滑に進めるためには、大阪府、町及び関係機関が共通認識を持

ち、相談、保護、自立支援など様々な段階において、連携して被害者支援に取り組む必要があり

ます。 
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■ 目標数値 

指標 策定時値（2019） 目標値（2029） 

①配偶者や恋人等から「平手でうつ」行為を受けた時、

どんな場合でも暴力だと思う人の割合 

（住民意識調査結果より） 

71.6％ 80％ 

②配偶者や恋人等から「相手の交友関係や電話を細かく

監視する」行為を受けた時、どんな場合でも暴力だと

思う人の割合（住民意識調査結果より） 

52.8％ 70％ 

③「結婚予定や出産予定をたびたび聞くこと」がセクシ

ュアル・ハラスメントだと思う人の割合 

（住民意識調査結果より） 

33.3％ 50％ 

④「『交際・交友関係が派手だ』などと性的なうわさを

流すこと」がセクシュアル・ハラスメントだと思う人

の割合（住民意識調査結果より） 

63.8％ 80％ 
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第５章 計画の推進体制 

１．庁内推進体制の充実 

 本町では、平成 26 年に「太子町男女共同参画推進条例」を制定し、条例に基づいて男女共

同参画推進の取組を進めています。 

 男女共同参画の実現に向けて、関係する様々な施策に男女平等の視点を反映させていくた

めに、担当部局だけではなく、全庁的な取組を進めていきます。 

また、全職員が男女平等の視点に立って施策の推進に向けて取り組むことができるよう、

職員に対する意識づくりを進めます。 

２．国や大阪府とのパートナーシップによる取組の推進 

 計画の推進にあたっては、法制度の整備や施策の充実について国や大阪府へ働きかけると

ともに、相談支援体制の構築、講座やシンポジウムの開催等を通じて、近隣の市町村との連

携を図ります。 

３．地域住民、事業者、関係諸団体と連携した取組の推進 

 計画の推進にあたっては、地域住民をはじめ、様々な分野で自主的な活動を展開する関係

諸団体との連携が必要不可欠となります。 

 また、企業との積極的な連携を通じて、職場に男女平等・対等の考え方を浸透させるとと

もに、男女がともに働きやすいゆとりある職場づくりや、仕事と家庭を両立できる環境整備

の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政 
地域 

住民 

教育 

機関 

各事業者 
地域活動

団体 

社会福祉 

施設等 

連携 

【連携した取組の推進イメージ】 
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４．計画の進捗管理・評価の推進 

 計画の適切な進捗管理・評価を行うために、計画期間中、事業の進行状況を評価し、評価

結果をもとに改善を図る、ＰＤＣＡサイクルの仕組みを取り入れます。 

 計画策定後も、男女共同参画推進懇話会を定期的に開催し、計画の進捗管理・評価を行う

場として活用します。 

 ＰＤＣＡサイクルとは、計画を策定（Plan）し、これを実行に移し（Do）、その成果を点検し（Check）、

これを踏まえて改善し（Action）、さらに次の計画へとつなげていく（Plan）もので、計画の実施

に当たっては、ＰＤＣＡサイクルにより、計画進行管理の仕組みをつくり、遂行していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

①Plan（計画） 

●基本計画の策定・見直し 

（行政） 

②Ｄｏ（実行） 

●施策・事業の実行 

（行政・住民・事業者） 

④Ａｃｔｉｏｎ(改善・反映) 

●課題の把握 

・事業手法の改善 

・計画内容の見直し 

（行政） 

③Ｃｈｅｃｋ（評価・点検） 

●成果・進捗状況の把握 

●事業・施策評価 

●社会・経済情勢の変化 

（男女共同参画懇話会） 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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資料編 

１．太子町男女共同参画施策推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 本町における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な計画の策定及び推進を図るため、太子町男女共同参画

施策推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は次に掲げる事項を所掌する。 

（１）太子町の男女共同参画に関する施策の推進のための計画（以下「計画」という。）及び実施に関すること。 

（２）男女共同参画に関する施策に係る関係部局間の総合調整に関すること。 

（３）前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項。 

 

（組織） 

第３条 推進本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、町長を、副本部長は副町長をもって充てる。 

３ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（本部長等） 

第４条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。 

２ 本部長は、必要に応じ関係職員に対し、資料の提出等を求めることができる。 

３ 推進本部の会議は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。 

 

（幹事会） 

第６条 推進本部の所掌事務を円滑に推進するため、推進本部の下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、推進本部の所掌事務の具体的事項に関し検討及び協議を行う。 

３ 幹事会は、総務部住民人権課長が招集し、主宰する。 

４ 幹事会の会議は協議事項の関係幹事のみでこれを開催することができる。 

５ 幹事は、別表第２掲げる職にある者をもって充てる。 

６ 幹事会は、必要に応じて職員を加えることができる。 

 

（研究会） 

第７条 幹事会の所掌事務を円滑に推進するため、幹事会の下に研究会を置く。 

２ 研究会は、幹事会が支持した事項について検討及び協議を行う。 

３ 研究会は、推進本部が指名する職員をもって構成する。 

４ 研究会は、総務部住民人権課長が召集し、主宰する。 

 

（庶務） 

第８条 推進本部、幹事会及び研究会の庶務は総務部住民人権課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 13 年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成 20 年１月 17 日から施行し、平成 19 年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20 年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 24 年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

別表１ 

本部 

区分 役職 

本 部 長 町長 

副本部長 副町長 

副本部長 教育長 

本 部 員 部長の職にあるもの 

教育次長 

 

 

別表２ 

幹事会 

幹  事 役職 

課長の職にあるもの 
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２．太子町男女共同参画推進懇話会設置要綱 

（設置） 

第１条 男女共同参画社会づくりのための総合的な施策計画の策定及び変更その他の男女共同参画推進に関する重要事項につ

いて意見を聴取するため、太子町男女共同参画推進懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 懇話会は、委員８名以内で組織する。 

 

（委員） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者とし、町長が委嘱する。 

（１）識見を有する者   １名 

（２）関係団体等の代表者 ７名以内 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（会長等） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し､懇話会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。 

２ 懇話会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。 

３ 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、総務部住民人権課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成９年３月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 13 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 20 年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 24 年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成30年７月１日から施行する。  
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３．太子町男女共同参画推進懇話会名簿 

（委嘱の期間：平成 30 年 9 月 1 日～令和 2 年 8 月 31 日） 

 氏名 所属団体等 備考 

識見を有する者 木下 みゆき【会長】 大阪大谷大学 文学部 教授  

団体関係等の 

代表者 

大田 忠志 四天王寺悲田太子乃園 施設長  

奥田 孝子 太子町母子寡婦福祉会 副会長  

尾中 一美 公募委員  

刀根 道夫【副会長】 太子町人権擁護委員  

早瀬 和信 富田林商工会太子町支部 幹事  

水本 孝后 太子町婦人会 会長  

溝畑 荘一 
河内長野公共職業安定所 所長 

～平成 31 年 

3 月 31 日 

吉田 薫 
平成 31 年 

4 月 1 日～ 

（敬称略、順不同） 

 

４．太子町男女共同参画推進懇話会の経過 

回数 開催年月 議題 

第１回 
平成 30 年 

10 月 10 日（水） 

○太子町男女共同参画推進計画概要について 

○太子町男女共同参画推進懇話会について 

○スケジュールについて 

○アンケート調査について 

第２回 
平成 31 年 

２月 26 日（火） 

○住民意識調査の結果について 

○第２次男女共同参画推進計画（骨子案）について 

第３回 
令和元年 

６月 28 日（金） 

○第２次太子町男女共同参画推進計画（素案）について 

（１）計画の策定にあたって 

（２）計画の基本的な考え方 

（３）男女共同参画社会に向けた現状と課題 

第４回 
令和元年 

９月３日（火） 

○第２次太子町男女共同参画推進計画（素案）について 

（１）基本理念と基本目標 

（２）施策の基本方針と計画の推進 

（３）計画の推進体制 

第５回 
令和元年 

11 月 19 日（火） 

○第２次太子町男女共同参画基本計画（素案）に対する 

意見について 

○第２次太子町男女共同参画推進計画（案）について 

第６回 
令和２年 

１月 30 日（木） 
○第２次太子町男女共同参画推進計画（案）について 
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５．太子町男女共同参画施策推進本部の経過 

回数 開催年月 議題 

第１回 
平成 30 年 

６月５日（火） 
○第２次太子町男女共同参画推進計画の策定について 

第２回 
令和元年 

９月 13 日（金） 
○第２次太子町男女共同参画推進計画（素案）について 

第３回 
令和元年 

11 月 13 日（水） 

○パブリックコメントに対する回答について 

○第２次太子町男女共同参画推進計画（案）について 

第４回 
令和２年 

１月８日（水） 
○第２次太子町男女共同参画推進計画（案）について 

６．太子町男女共同参画施策推進本部幹事会の経過 

回数 開催年月 議題 

第１回 
平成 30 年 

９月 20 日（木） 
○第２次太子町男女共同参画推進計画の策定について 

第２回 
平成 31 年 

３月６日（水） 
○男女共同参画推進計画個別施策に関する取組状況について 

第３回 
平成 31 年 

３月 26 日（火） 

○男女共同参画推進計画個別施策に関する取組状況について 

○太子町住民意識実態調査結果報告について 

第４回 
令和元年 

８月９日（金） 

○男女共同参画推進計画に係る具体的な施策に関する 

取組状況について 

第５回 
令和元年 

８月 27 日（火） 

○男女共同参画推進計画個別施策に関する取組状況 

ヒアリング結果について 

第６回 
令和元年 

11 月５日（火） 

○第２次太子町男女共同参画推進計画(案)数値目標について 

○第２次太子町男女共同参画基本計画（素案）に対する 

意見について 

第７回 
令和元年 

12 月 10 日（火） 
○第２次太子町男女共同参画推進計画（案）について 
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７．太子町男女共同参画推進条例 

前文 

 

わが国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取り

組みが国際社会における活動と連動して進められてきた。また、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会

の最重要課題と位置づけた「男女共同参画社会基本法」が制定された。 

太子町においては、平成 10 年３月に「太子町女性プラン」を策定し、時代の変遷に沿った様々な男女平等施策に

取り組んできた。また、男女一人ひとりが自立し対等に参加・参画する新しい社会の創造をめざし、平成 22 年３月に

「太子町男女共同参画推進計画」を策定し、男女共同参画社会の実現のため、人権を重視した取り組みを進めてき

た。しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度や慣行は依然として根強く残ってお

り、また近年は女性に対する暴力が社会問題として認識されるようになった。男女平等な社会の実現にはなお一層の

努力が必要と言える。 

このような状況を改善するため、伝統や文化に配慮しつつ、固定化された男女の役割にとらわれず自らの意思に

よって、個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野に対等に参画し、喜びも責任も分かち合う「男女共同参画

社会」が重要である。 

ここに太子町は、男女共同参画の推進を主要な施策と位置づけ、町、住民、教育関係者及び事業者が協働して、

男女共同参画のまちづくりに取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本町における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、住民、教育関係者及び事業者の責 

務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定め、もって男女共同参画の推進を図 

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）男女共同参画 男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野（以下「社会のあらゆる分野」という。）に

おける活動に参画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任

を担うことをいう。 

（２）住民 町内に住み、働き、若しくは学ぶ者をいう。 

（３）教育関係者 町内において学校教育、家庭教育、職場教育、社会教育その他の教育活動に携わる者をいう。 

（４）事業者 町内で事業活動を行う者をいう。 

（５）積極的格差改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女いずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。 

（６）セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相手に不快感若しくは不利益を与えること又は相手の生活環

境を害することをいう。 

（７）ドメスティック・バイオレンス 夫婦（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。）その他密

接な関係にある男女の間で行われる暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

（１）男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的又は間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けな

いこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。 

（２）男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人その他あらゆる人の人権についても尊重されること。 

（３）性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会制度及び慣行は、男女の社会における活動の自由な選択に対し影響を及

ぼすことのないよう見直されること。 

（４）町における施策又は事業所若しくは各種の団体における方針の立案及び決定に、男女が対等に参画する機会が確保されるこ

と。 

（５）家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、ともに家事、育児、介護等の家庭生活における活動を協力して担う

とともに、職場、学校、地域その他の社会生活における活動に対等に参画できること。 

（６）男女が、対等な関係の下に互いの身体的特徴及び心身の変化について理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事

項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。 

（７）男女共同参画の推進に向けた取組は、国際社会における取組と協調して行うこと。 

（町の責務） 

第４条 町は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置づけ、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、 

男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差改善措置を含む。以下「推進施策」という。）を総合的に策定し、実施 

する責務を有する。 

２ 町は、男女共同参画の推進に関し、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、推進施策の実施に当たっては、住民、教

育関係者及び事業者（以下「住民等」という。）と協働して取り組むものとする。 
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（住民の責務） 

第５条 住民は、基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、町が 

実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。 

（教育関係者の責務） 

第６条 教育関係者は、基本理念に基づき、教育を行うに当たり、男女共同参画の推進に配慮するとともに、町が実施す 

る推進施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、基本理念に基づき、その事業を行うに当たり、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保 

に努めるとともに、町が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、仕事と家庭その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。 

（性別による人権侵害の禁止） 

第８条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的であるか又は間接的であるかを問わず、次に掲げる人権侵 

害を行ってはならない。 

（１）性別を理由とする差別的取扱い 

（２）セクシュアル・ハラスメント 

（３）ドメスティック･バイオレンス 

２ すべての人は、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭であることにより人権侵害を行ってはならな

い。 

（公衆に表示する情報に関する留意） 

第９条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力的行為を助長し、 

若しくは連想させる表現又は過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。 

（推進計画の策定等） 

第 10 条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画推進計画（以下「推 

進計画」という。）を策定する。 

２ 町長は、推進計画を策定するに当たっては、住民、教育関係者及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 町長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 11 条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、基本理念に配慮しな 

ければならない。 

（広報及び啓発） 

第 12 条 町は、男女共同参画の推進について住民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動を行う。 

（積極的格差改善措置） 

第 13 条 町は、社会のあらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、住民等と協力 

して積極的格差改善措置を講じるものとする。 

（推進体制の整備等） 

第 14 条 町は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。 

（苦情等及び相談） 

第 15 条 住民等は、推進施策その他の町が実施する施策のうち、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるものに 

ついて苦情又は意見（以下「苦情等」という。）があるときは、その旨を町長に申し出ることができる。 

２ 住民等は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因により人権が侵害されたときは、町長に対し、

相談の申出をすることができる。 

３ 前２項の規定による苦情等の申出又は相談の申出があったときは、町長は、速やかに対応し、これを適切に処理するものとする。

この場合において、町長は、当該申出を処理するため必要があると認めるときは、関係機関に対し協力を要請するものとする。 

（委任） 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に策定されている太子町男女共同参画推進計画は、第 10 条第１項の規定により策定され、公表され

たものとみなす。 
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８．住民意識調査の結果 

 
 
 
 

配布数 回収数 有効回収数 有効回収率 

2,000 682 

669 

33.5％ 男性 女性 
女性・男性と答える

ことに抵抗を感じる 不明・無回答 

286 

（42.8％） 

368 

（55.0％） 

７ 

（1.0％） 

８ 

（1.2％） 

 

【１】あなた自身のことについて

問１ あなたの性別をお答えください。（○は１つ） 

「女性」が 55.0%で最も多く、「男性」(42.8%)、「女性・男性と答えることに抵抗を感じる」(1.0%)がつづいてい

ます。 

問２ あなたの満年齢をお答えください。（○は１つ） 

「70 歳代」が 23.0%で最も多く、「60

歳代」(22.6%)、「50 歳代」(15.7%)が

つづいています。 

 
 
 
 
 
 
 
問３ あなたのご職業は次のどれですか。（○は１つ） 

「無職」が 27.4%で最も多く、「非常勤・

パート・アルバイト」(19.3%)、「常勤の会

社員」(17.9%)がつづいています。 
 

 

 

  

調査対象：太子町在住の 18 歳以上の住民 2,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

調査方法：郵送による配布・回収 

調査期間：平成 30年 11 月 15 日から平成 30年 12 月 20 日まで 

　　　　　　　区分

10歳代 (n=9)

20歳代 (n=33)

30歳代 (n=67)

40歳代 (n=84)

50歳代 (n=105)

60歳代 (n=151)

70歳代 (n=154)

80歳以上 (n=61)

不明・無回答 (n=5)

　　　　　　　全体 (n=669)

1.3

4.9

10.0

12.6

15.7

22.6

23.0

9.1

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

農業 (n=18)

自営業・会社経営 (n=38)

常勤の会社員 (n=120)

常勤の公務員・教員・団体職員 (n=32)

非常勤・パート・アルバイト (n=129)

家事専従 (n=113)

学生 (n=17)

無職 (n=183)

その他 (n=11)

不明・無回答 (n=8)

　　　　　　　全体 (n=669)

2.7

5.7

17.9

4.8

19.3

16.9

2.5

27.4

1.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４ あなたは、現在、結婚されていますか。（○は１つ） 

「はい」が 78.3%、「いいえ」が 19.6%となっています。 

 

問５ あなたの家族構成についてお答えください。（○は１つ） 

「親子２世代世帯」が 46.5%で最も多く、「夫婦のみ世帯」(29.0%)、「親子孫３世代世帯」(11.7%)がつづいてい

ます。 

 
 

問６ あなたの一番年少の子どもは、次のうちどれにあたりますか。（○は１つ） 

「社会人」が 50.8%で最も多く、「子どもはいない」(15.1%)、「短大・各種学校・大学・大学院生」(6.0%)がつづ

いています。 

 

 

　　　　　　　区分

単身世帯（ひとり暮らし） (n=63)

夫婦のみ世帯 (n=194)

親子２世代世帯 (n=311)

親子孫３世代世帯 (n=78)

その他 (n=18)

不明・無回答 (n=5)

　　　　　　　全体 (n=669)

9.4

29.0

46.5

11.7

2.7

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

３歳未満 (n=28)

３歳～小学校入学前 (n=25)

小学生 (n=35)

中学生 (n=17)

高校生 (n=28)

短大・各種学校・大学・大学院生 (n=40)

社会人 (n=340)

その他 (n=29)

子どもはいない (n=101)

不明・無回答 (n=26)

　　　　　　　全体 (n=669)

4.2

3.7

5.2

2.5

4.2

6.0

50.8

4.3

15.1

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【２】男女の平等と役割分担について 

問７ あなたは、次のような考えに対してどのように思いますか。（それぞれ○は１つ） 

 
① 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるについては、「そう思わない」が 37.1%で最も多く、「どちらかといえ

ばそう思う」(28.4%)、「どちらかといえばそう思わない」(24.8%)がつづいています。 

② 妻子を養うのは男の責任であるについては、「どちらかといえばそう思う」が 40.2%で最も多く、「そう思う」

(25.7%)、「そう思わない」(17.3%)がつづいています。 

③ 結婚は、個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよいについては、「そう思う」が 41.9%で最も

多く、「どちらかといえばそう思う」(24.1%)、「どちらかといえばそう思わない」(20.5%)がつづいています。 

④ 結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はないについては、「そう思う」が 34.2%で最も多く、「どちらかといえば

そう思わない」(25.0%)、「どちらかといえばそう思う」(22.3%)がつづいています。 

⑤ 男の子は男らしく、女の子は女らしく育てる方がよいについては、「どちらかといえばそう思う」が 36.0%で最

も多く、「そう思う」(24.8%)、「そう思わない」(19.4%)がつづいています。 

⑥ 子どもが３歳くらいまでは、母親の元で育てるべきであるについては、「そう思う」が 42.0%で最も多く、「どち

らかといえばそう思う」(34.7%)、「そう思わない」(11.4%)がつづいています。 

⑦ 夫の親を妻が介護・看護するのは当然であるについては、「そう思わない」が 37.1%で最も多く、「どちらかと

いえばそう思う」(29.4%)、「どちらかといえばそう思わない」(25.0%)がつづいています。 

 

7.6

25.7

41.9

34.2

24.8

42.0

7.0

28.4

40.2

24.1

22.3

36.0

34.7

29.4

24.8

14.5

20.5

25.0

18.1

10.5

25.0

37.1

17.3

11.8

16.7

19.4

11.4

37.1

2.1

2.2

1.8

1.8

1.6

1.5

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①夫は外で働き、妻は家庭を

守るべきである

②妻子を養うのは男の責任である

③結婚は個人の自由であるから、

結婚してもしなくてもどちらでもよい

④結婚しても必ずしも

子どもを持つ必要はない

⑤男の子は男らしく、

女の子は女らしく育てる方がよい

⑥子どもが３歳くらいまでは、

母親の元で育てるべきである

⑦夫の親を妻が介護・

看護するのは当然である

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

不明・無回答

(%)
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問８ 現在、日本社会における下記の分野において、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。

（それぞれ○は１つ） 

 
① 学校教育の場では、「平等である」が 66.8%で最も多く、「どちらかといえば男性が優遇されている」(21.2%)、

「どちらかといえば女性が優遇されている」(4.0%)がつづいています。 

② 雇用の機会や働く分野では、「どちらかといえば男性が優遇されている」が 58.6%で最も多く、「平等である」

(18.4%)、「男性が優遇されている」(17.3%)がつづいています。 

③ 地域活動では、「平等である」が 48.4%で最も多く、「どちらかといえば男性が優遇されている」(30.5%)、

「男性が優遇されている」(9.0%)がつづいています。 

④ 家庭生活では、「平等である」が 39.0%で最も多く、「どちらかといえば男性が優遇されている」(37.7%)、

「男性が優遇されている」(11.5%)がつづいています。 

⑤ 社会慣習やしきたりなどでは、「どちらかといえば男性が優遇されている」が 51.7%で最も多く、「男性が優遇

されている」(22.9%)、「平等である」(20.5%)がつづいています。 

⑥ 法律や制度の上では、「平等である」が 43.0%で最も多く、「どちらかといえば男性が優遇されている」

(35.0%)、「男性が優遇されている」(12.3%)がつづいています。 

⑦ 政治・経済活動への参加では、「どちらかといえば男性が優遇されている」が 47.7%で最も多く、「平等である」

(25.7%)、「男性が優遇されている」(22.1%)がつづいています。 

⑧ 全体として、わが国の男女の地位は、「どちらかといえば男性が優遇されている」が 59.2%で最も多く、「男性

が優遇されている」(19.7%)、「平等である」(15.7%)がつづいています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7

17.3

9.0

11.5

22.9

12.3

22.1

19.7

21.2

58.6

30.5

37.7

51.7

35.0

47.7

59.2

66.8

18.4

48.4

39.0

20.5

43.0

25.7

15.7

4.0

2.5

7.9

7.8

1.6

5.4

0.9

2.4

0.3

0.1

0.7

1.3

0.6

1.3

0.4

0.7

3.9

3.0

3.4

2.7

2.7

3.0

3.1

2.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①学校教育の場

②雇用の機会や働く分野

③地域活動

④家庭生活

⑤社会慣習やしきたりなど

⑥法律や制度の上

⑦政治・経済活動への参加

⑧全体として、わが国の男女の地位

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている

不明・無回答

(%)
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【３】家庭生活等について 

問９ あなたは、普段ご家庭で次のことをされていますか。（それぞれ○は１つ） 

 
【女性】 

① 食事の支度について、「よくしている」が 78.3%で最も多く、「時々している」(10.1%)、「ほとんどしていない」

(6.0%)がつづいています。 

② 食事の後片付けについて、「よくしている」が 81.5%で最も多く、「時々している」(10.9%)、「あまりしていない」

(3.5%)がつづいています。 

③ 掃除について、「よくしている」が 70.4%で最も多く、「時々している」(18.8%)、「あまりしていない」(5.7%)

がつづいています。 

④ 洗濯について、「よくしている」が 83.4%で最も多く、「時々している」(6.0%)、「ほとんどしていない」(5.4%)

がつづいています。 

⑤ ごみ出しについて、「よくしている」が 63.9%で最も多く、「ほとんどしていない」(14.4%)、「時々している」

(12.0%)がつづいています。 

⑥ 町会や自治会活動などへの参加について、「よくしている」が 30.7%で最も多く、「時々している」(25.3%)、

「ほとんどしていない」(24.7%)がつづいています。 

⑦ 子どもの世話やしつけ（教育）について、「よくしている」が 49.7%で最も多く、「ほとんどしていない」(22.8%)、

「時々している」(7.1%)がつづいています。 

⑧ 子どもの学校行事への参加について、「よくしている」が 44.8%で最も多く、「ほとんどしていない」(29.6%)、

「時々している」(5.7%)がつづいています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78.3

81.5

70.4

83.4

63.9

30.7

49.7

44.8

10.1

10.9

18.8

6.0

12.0

25.3

7.1

5.7

4.6

3.5

5.7

3.8

9.0

17.9

5.7

3.0

6.0

3.3

3.8

5.4

14.4

24.7

22.8

29.6

1.1

0.8

1.4

1.4

0.8

1.4

14.7

16.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①食事の支度

②食事の後片付け

③掃除

④洗濯

⑤ごみ出し

⑥町会や自治会活動などへの参加

⑦子どもの世話やしつけ（教育）

⑧子どもの学校行事への参加

よくしている 時々している あまりしていない

ほとんどしていない 不明・無回答

(%)
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【男性】 

① 食事の支度について、「ほとんどしていない」が 38.5%で最も多く、「あまりしていない」(21.7%)、「時々して

いる」(21.3%)がつづいています。 

② 食事の後片付けについて、「時々している」が 31.8%で最も多く、「ほとんどしていない」(25.9%)、「よくして

いる」(25.2%)がつづいています。 

③ 掃除について、「時々している」が 37.8%で最も多く、「ほとんどしていない」(25.5%)、「よくしている」

(19.6%)がつづいています。 

④ 洗濯について、「ほとんどしていない」が 42.3%で最も多く、「あまりしていない」(19.2%)、「よくしている」

（18.9％）、「時々している」(18.9%)がつづいています。 

⑤ ごみ出しについて、「よくしている」が 35.3%で最も多く、「ほとんどしていない」(25.5%)、「時々している」

(24.5%)がつづいています。 

⑥ 町会や自治会活動などへの参加について、「ほとんどしていない」が 37.8%で最も多く、「よくしている」

(26.9%)、「時々している」(21.3%)がつづいています。 

⑦ 子どもの世話やしつけ（教育）について、「時々している」が 30.8%で最も多く、「ほとんどしていない」

(30.1%)、「あまりしていない」(22.7%)がつづいています。 

⑧ 子どもの学校行事への参加について、「ほとんどしていない」が 42.3%で最も多く、「時々している」(24.8%)、

「あまりしていない」(14.3%)がつづいています。 

 

17.1

25.2

19.6

18.9

35.3

26.9

7.0

7.7

21.3

31.8

37.8

18.9

24.5

21.3

30.8

24.8

21.7

16.4

15.7

19.2

12.9

13.3

22.7

14.3

38.5

25.9

25.5

42.3

25.5

37.8

30.1

42.3

1.4

0.7

1.4

0.7

1.7

0.7

9.4

10.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①食事の支度

②食事の後片付け

③掃除

④洗濯

⑤ごみ出し

⑥町会や自治会活動などへの参加

⑦子どもの世話やしつけ（教育）

⑧子どもの学校行事への参加

よくしている 時々している あまりしていない

ほとんどしていない 不明・無回答

(%)
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問 10 今後、男性が女性とともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、どのよう

なことが必要だと思いますか。（○はいくつでも） 

「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が 68.9%で最も多く、「男性が家事などに参加することに

対する男性の抵抗感をなくすこと」(54.6%)、「労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間をより

多くもてるようにすること」(47.7%)がつづいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 あなた自身に介護が必要となった場合、どこで・誰に介護をしてほしいですか。現在の状況にかかわ

らず、ご希望をお答えください。（○は１つ） 

 「家庭で配偶者に」が 19.0%で最も多く、「特別養護老人ホーム、ケアハウスなどの介護施設で」(16.9%)、「ケア付 

きシルバーマンション・有料老人ホーム・高齢者向けサービス付き住宅などで」(14.8%)がつづいています。 

 

 

 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

家庭で配偶者に (n=127)

家庭で娘に (n=31)

家庭で息子に (n=4)

家庭で息子の妻に (n=3)

家庭でヘルパー等に (n=86)

病院・介護療養型医療施設で (n=74)

特別養護老人ホーム、ケアハウスなどの介
護施設で

(n=113)

ケア付きシルバーマンション・有料老人ホー

ム・高齢者向けサービス付き住宅などで
(n=99)

その他 (n=14)

わからない (n=85)

不明・無回答 (n=33)

　　　　　　　全体 (n=669)

19.0

4.6

0.6

0.4

12.9

11.1

16.9

14.8

2.1

12.7

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

男性が家事などに参加することに対する男性の
抵抗感をなくすこと

(n=365)

男性が家事などに参加することに対する女性の
抵抗感をなくすこと

(n=163)

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかる
こと

(n=461)

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等につ
いての当事者の考え方を尊重すること

(n=259)

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地
域活動についても、その評価を高めること

(n=302)

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕
事以外の時間をより多くもてるようにすること

(n=319)

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を
高めるよう啓発や情報提供を行うこと

(n=231)

国や地方自治体などの研修等により、男性の家
事や子育て、介護等の技能を高めること

(n=143)

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、
仲間（ネットワーク）づくりをすすめること

(n=153)

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題につい
て、男性が相談しやすい窓口を設けること

(n=155)

特に必要ない (n=11)

その他 (n=17)

わからない (n=19)

不明・無回答 (n=15)

　　　　　　　全体 (n=669)

54.6 

24.4 

68.9 

38.7 

45.1 

47.7 

34.5 

21.4 

22.9 

23.2 

1.6 

2.5 

2.8 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【４】教育について 

問 12 あなたは、これからの時代、子どもに将来どのような生き方をしてほしいと思われますか。 

女の子、男の子について、それぞれお聞かせください。（それぞれ○は２つまで） 

【女の子】（○は２つ） 

「家族や周りの人たちと円満に暮らす」が 41.4%で最も多く、「経済的に自立した生活をする」(39.9%)、「本人の

意思に任せる」(33.3%)がつづいています。 

 

【男の子】（○は２つ） 

「経済的に自立した生活をする」が 59.9%で最も多く、「本人の意思に任せる」(30.6%)、「家族や周りの人たちと

円満に暮らす」 (29.3%)がつづいています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

社会的な地位を得る (n=17)

経済的に自立した生活をする (n=267)

人間性豊かな生活をする (n=212)

家族や周りの人たちと円満に暮らす (n=277)

社会に貢献する (n=41)

個性や才能を生かした生活をする (n=83)

本人の意思に任せる (n=223)

性別にこだわらず、個性的に暮らす (n=26)

家事が自分でこなせるようになる (n=82)

その他 (n=6)

わからない (n=12)

不明・無回答 (n=43)

　　　　　　　全体 (n=669)

2.5

39.9

31.7

41.4

6.1

12.4

33.3

3.9

12.3

0.9

1.8

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

社会的な地位を得る (n=38)

経済的に自立した生活をする (n=401)

人間性豊かな生活をする (n=166)

家族や周りの人たちと円満に暮らす (n=196)

社会に貢献する (n=79)

個性や才能を生かした生活をする (n=76)

本人の意思に任せる (n=205)

性別にこだわらず、個性的に暮らす (n=14)

家事が自分でこなせるようになる (n=55)

その他 (n=4)

わからない (n=13)

不明・無回答 (n=40)

　　　　　　　全体 (n=669)

5.7

59.9

24.8

29.3

11.8

11.4

30.6

2.1

8.2

0.6

1.9

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 13 あなたは、これからの時代、子どもにどの程度の教育を受けてほしいと思われますか。 

女の子、男の子について、それぞれお聞かせください（それぞれ○は１つ） 

【女の子】（○は１つ） 

「大学」が 54.4%で最も多く、「短期大学・高等専門学校」(14.5%)、「専門・専修学校」(8.8%)がつづいていま

す。 

 

【男の子】（○は１つ） 

「大学」が 67.3%で最も多く、「専門・専修学校」(6.7%)、「大学院」(6.0%)がつづいています。 

 

 

 

 

 

 
 
 

　　　　　　　区分

中学校 (n=1)

高等学校 (n=47)

専門・専修学校 (n=59)

短期大学・高等専門学校 (n=97)

大学 (n=364)

大学院 (n=20)

その他 (n=28)

不明・無回答 (n=53)

　　　　　　　全体 (n=669)

0.1

7.0

8.8

14.5

54.4

3.0

4.2

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

中学校 (n=2)

高等学校 (n=36)

専門・専修学校 (n=45)

短期大学・高等専門学校 (n=23)

大学 (n=450)

大学院 (n=40)

その他 (n=27)

不明・無回答 (n=46)

　　　　　　　全体 (n=669)

0.3

5.4

6.7

3.4

67.3

6.0

4.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 14 学校教育の中で男女平等をすすめるために、特にどのようなことが必要だと思われますか。 

(○はいくつでも) 

「生活指導や進路指導において、男女の区別なく能力を生かせるように配慮する」が 59.5%で最も多く、「学校生

活での児童・生徒の役割分担を男女同じにする」(38.6%)、「男女平等の意識を育てる授業をする」(38.4%)がつ

づいています。 

 
 

【５】社会活動について 

問 15 あなたは社会的な活動に参加されていますか。(○は１つ) 

「たまに参加している」が 32.7%で最も多く、「参加していない」(32.6%)、「ほとんど参加していない」(17.6%)が

つづいています。 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

学校生活での児童・生徒の役割分担を
男女同じにする

(n=258)

生活指導や進路指導において、男女の区別
なく能力を生かせるように配慮する

(n=398)

男女平等の意識を育てる授業をする (n=257)

教職員の男女平等教育に関する認識を
深める

(n=227)

校長や教頭に女性を増やしていく (n=143)

保護者会などを通じ、男女平等教育へ
の保護者の理解を深める

(n=148)

特にすすめなくてもよい (n=26)

その他 (n=16)

わからない (n=42)

不明・無回答 (n=15)

　　　　　　　全体 (n=669)

38.6

59.5

38.4

33.9

21.4

22.1

3.9

2.4

6.3

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

積極的に参加している (n=98)

たまに参加している (n=219)

ほとんど参加していない (n=118)

参加していない (n=218)

不明・無回答 (n=16)

　　　　　　　全体 (n=669)

14.6

32.7

17.6

32.6

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 16 次にあげている活動の中で、最近１年間にあなたが参加されたもの、さらに今後参加したい、引続き

参加したいものがあればお聞かせください。(それぞれ○は１つ) 

【最近１年間に参加した活動】 

「町会や自治会の世話」が 24.8%で最も多く、「どれもない」(17.2%)、「福祉に関する活動」(9.9%)がつづいて

います。 

 

【今後参加したい、引続き参加したい活動】 

「福祉に関する活動」が 14.8%で最も多く、「町会や自治会の世話」(12.7%)、「学習講座・学習」(11.5%)がつづ

いています。 

 

 
  

(複数回答)

　　　　　　　区分

ＰＴＡ・青少年・子ども会の世話 (n=56)

町会や自治会の世話 (n=166)

女性団体活動・女性サークル活動 (n=49)

青年団体活動・青年サークル活動 (n=9)

消費者運動 (n=5)

福祉に関する活動 (n=66)

学習講座・学習 (n=57)

社会や政治、環境をよくする活動 (n=29)

国際交流・国際協力活動 (n=9)

その他 (n=21)

どれもない (n=115)

不明・無回答 (n=244)

　　　　　　　全体 (n=669)

8.4

24.8

7.3

1.3

0.7

9.9

8.5

4.3

1.3

3.1

17.2

36.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

ＰＴＡ・青少年・子ども会の世話 (n=44)

町会や自治会の世話 (n=85)

女性団体活動・女性サークル活動 (n=63)

青年団体活動・青年サークル活動 (n=31)

消費者運動 (n=36)

福祉に関する活動 (n=99)

学習講座・学習 (n=77)

社会や政治、環境をよくする活動 (n=52)

国際交流・国際協力活動 (n=49)

その他 (n=21)

どれもない (n=69)

不明・無回答 (n=352)

　　　　　　　全体 (n=669)

6.6

12.7

9.4

4.6

5.4

14.8

11.5

7.8

7.3

3.1

10.3

52.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【６】就労について 

現在働いている人にお聞きします。 

問 17 働いている理由を教えてください。（○は３つまで） 

「生計を維持するため」が 30.9%で最も多く、「自分で自由に使えるお金を得るため」(15.8%)、「将来に備えて貯

蓄するため」(14.2%)がつづいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

生計を維持するため (n=207)

家計の足しにするため (n=94)

住宅ローンなど借金の返済のため (n=55)

教育資金を得るため (n=41)

将来に備えて貯蓄するため (n=95)

自分で自由に使えるお金を得るため (n=106)

生きがいを得るため (n=66)

自分の能力・技能・資格を生かすため (n=48)

視野を広げたり、友人を得たりするため (n=25)

社会に貢献するため (n=31)

仕事をすることが好きだから (n=38)

働くのが当然だから (n=69)

時間に余裕があるから (n=29)

家業であるから (n=22)

その他 (n=5)

わからない (n=3)

不明・無回答 (n=309)

　　　　　　　全体 (n=669)

30.9

14.1

8.2

6.1

14.2

15.8

9.9

7.2

3.7

4.6

5.7

10.3

4.3

3.3

0.7

0.4

46.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 18 あなたの職場で男女の格差があると思う

のは何ですか。（それぞれ○は１つ） 

①募集・採用の仕方 

「平等である」が 25.9%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(12.9%)、「男性が優遇

されている」(6.0%)がつづいています。 

 

②採用数 

「平等である」が 23.9%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(11.4%)、「男性が優遇

されている」(8.4%)がつづいています。 

 

③配置される職場 

「平等である」が 23.8%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(12.0%)、「男性が優遇

されている」(6.4%)がつづいています。 

 

 

④仕事の内容 

「平等である」が 23.6%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(11.8%)、「男性が優遇

されている」(6.9%)がつづいています。 

 

⑤賃金 

「平等である」が 27.4%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(11.1%)、「男性が優遇

されている」(7.8%)がつづいています。 

 

⑥昇進・昇給 

「平等である」が 20.6%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(15.7%)、「男性が優遇

されている」(9.3%)がつづいています。 

 

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=40)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=86)

平等である (n=173)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=12)

女性が優遇されている (n=6)

不明・無回答 (n=352)

　　　　　　　全体 (n=669)

6.0

12.9

25.9

1.8

0.9

52.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=56)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=76)

平等である (n=160)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=15)

女性が優遇されている (n=7)

不明・無回答 (n=355)

　　　　　　　全体 (n=669)

8.4

11.4

23.9

2.2

1.0

53.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=43)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=80)

平等である (n=159)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=22)

女性が優遇されている (n=10)

不明・無回答 (n=355)

　　　　　　　全体 (n=669)

6.4

12.0

23.8

3.3

1.5

53.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=46)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=79)

平等である (n=158)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=27)

女性が優遇されている (n=9)

不明・無回答 (n=350)

　　　　　　　全体 (n=669)

6.9

11.8

23.6

4.0

1.3

52.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=52)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=74)

平等である (n=183)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=3)

女性が優遇されている (n=4)

不明・無回答 (n=353)

　　　　　　　全体 (n=669)

7.8

11.1

27.4

0.4

0.6

52.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=62)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=105)

平等である (n=138)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=3)

女性が優遇されている (n=4)

不明・無回答 (n=357)

　　　　　　　全体 (n=669)

9.3

15.7

20.6

0.4

0.6

53.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦能力評価（業績評価・人事考課等） 

「平等である」が 25.3%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(13.2%)、「男性が優遇

されている」(6.4%)がつづいています。 

 

⑧管理職への登用 

「どちらかといえば男性が優遇されている」が

18.5%で最も多く、「平等である」(15.5%)、「男性が

優遇されている」(10.9%)がつづいています。 

 

⑨研修の頻度や内容 

「平等である」が 32.6%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(7.0%)、「男性が優遇さ

れている」(5.2%)がつづいています。 

 

 

⑩定年まで続けやすい雰囲気 

「平等である」が 28.1%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(10.2%)、「男性が優遇

されている」(6.7%)がつづいています。 

 

⑪再雇用 

「平等である」が 28.7%で最も多く、「どちらかとい

えば男性が優遇されている」(9.6%)、「男性が優遇さ

れている」(5.7%)がつづいています。 

 

⑫育児・介護休暇など休暇の取得 

「平等である」が 18.4%で最も多く、「どちらかとい

えば女性が優遇されている」(14.3%)、「女性が優遇

されている」(9.4%)がつづいています。 

 

 

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=43)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=88)

平等である (n=169)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=4)

女性が優遇されている (n=4)

不明・無回答 (n=361)

　　　　　　　全体 (n=669)

6.4

13.2

25.3

0.6

0.6

54.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=73)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=124)

平等である (n=104)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=6)

女性が優遇されている (n=1)

不明・無回答 (n=361)

　　　　　　　全体 (n=669)

10.9

18.5

15.5

0.9

0.1

54.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=35)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=47)

平等である (n=218)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=5)

女性が優遇されている (n=2)

不明・無回答 (n=362)

　　　　　　　全体 (n=669)

5.2

7.0

32.6

0.7

0.3

54.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=45)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=68)

平等である (n=188)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=5)

女性が優遇されている (n=6)

不明・無回答 (n=357)

　　　　　　　全体 (n=669)

6.7

10.2

28.1

0.7

0.9

53.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=38)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=64)

平等である (n=192)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=10)

女性が優遇されている (n=4)

不明・無回答 (n=361)

　　　　　　　全体 (n=669)

5.7

9.6

28.7

1.5

0.6

54.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

男性が優遇されている (n=13)

どちらかといえば男性が優遇さ
れている

(n=8)

平等である (n=123)

どちらかといえば女性が優遇さ
れている

(n=96)

女性が優遇されている (n=63)

不明・無回答 (n=366)

　　　　　　　全体 (n=669)

1.9

1.2

18.4

14.3

9.4

54.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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現在働いていない人にお聞きします。   

問 19 働いていない理由を教えてください。（○は３つまで） 

「高齢だから」が 27.8%で最も多く、「健康や体力に自信がないから」(8.8%)、「経済的に働く必要がないから」

(7.5%)がつづいています。 

 

問 20 これから仕事に就きたいとお考えですか。（○は１つ） 

「働くつもりはない（働けない）」が 25.1%で最も多く、「わからない」(8.8%)、「将来は働きたい」(6.0%)がつづい

ています。 

 

 

 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

経済的に働く必要がないから (n=50)

職業を持たない方が自分のやりたいことができるから (n=26)

家にいるのが当然だから (n=6)

家事の負担が大きいから (n=23)

育児の負担が大きいから (n=8)

健康や体力に自信がないから (n=59)

希望どおりの仕事が得られないから (n=18)

配偶者や子ども等家族が望まないから (n=10)

親や家族などの介護や看護をするため (n=21)

現在学校に通っているから (n=16)

高齢だから (n=186)

働くことに向いていないから (n=4)

働くことが好きではないから (n=3)

特に理由はない (n=4)

その他 (n=32)

わからない (n=2)

不明・無回答 (n=370)

　　　　　　　全体 (n=669)

7.5

3.9

0.9

3.4

1.2

8.8

2.7

1.5

3.1

2.4

27.8

0.6

0.4

0.6

4.8

0.3

55.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

すぐにでも働きたい (n=20)

将来は働きたい (n=40)

働くつもりはない（働けない） (n=168)

わからない (n=59)

不明・無回答 (n=382)

　　　　　　　全体 (n=669)

3.0

6.0

25.1

8.8

57.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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全員にお聞きします。   

問 21 一般的に女性が職業をもつことについて、あなたのお考えに近いものはどれですか。（○は１つ） 

「子どもができても、ずっと職業をもち続けるほうがよい」が 40.5%で最も多く、「子どもができたら職業をやめ、大

きくなったら再び職業をもつほうがよい」(33.6%)、「子どもができるまでは、職業をもつほうがよい」(7.2%)がつづ

いています。 

 

問 22 女性が活躍するために、今後どのようなことが必要だと思いますか。(○は３つまで) 

「男女がともに取得できる育児・介護休業制度の充実」が 33.8%で最も多く、「保育施設や保育時間の延長など保

育内容の充実」(32.0%)、「女性の雇用機会を拡大する」(23.8%)がつづいています。 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

女性は職業をもたないほうがよい (n=5)

結婚するまでは職業をもつほうがよい (n=31)

子どもができるまでは、職業をもつほうがよい (n=48)

子どもができても、ずっと職業をもち続けるほうがよい (n=271)

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつほうがよい (n=225)

その他 (n=27)

わからない (n=47)

不明・無回答 (n=15)

　　　　　　　全体 (n=669)

0.7

4.6

7.2

40.5

33.6

4.0

7.0

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

女性の雇用機会を拡大する (n=159)

男女がともに取得できる育児・介護休業制度の充実 (n=226)

保育施設や保育時間の延長など保育内容の充実 (n=214)

放課後児童会（学童保育）の内容の充実 (n=90)

介護などの福祉サービスの充実 (n=112)

職業訓練の講座の充実 (n=17)

気軽に相談できる制度の確立 (n=49)

職場における男女の差別的取扱いの是正 (n=85)

職場内保育所の設置 (n=115)

労働時間の短縮 (n=83)

短時間勤務、在宅勤務やフレックスタイムの導入 (n=121)

勤務地を限定できる制度や転勤の制限 (n=36)

育児などによる退職者を同じ職種で再雇用する制度の普及 (n=111)

パートタイマーの給与・労働条件の改善 (n=134)

派遣労働者の給与・労働条件の改善 (n=33)

男性の家事・育児・介護への参加 (n=133)

特に必要ない (n=5)

その他 (n=10)

わからない (n=23)

不明・無回答 (n=28)

　　　　　　　全体 (n=669)

23.8

33.8

32.0

13.5

16.7

2.5

7.3

12.7

17.2

12.4

18.1

5.4

16.6

20.0

4.9

19.9

0.7

1.5

3.4

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 23 次にあげるような職業や役職において、今後女性がもっと増える方がよいと思うのはどれですか。

（あてはまる番号すべてに○） 

「国会議員、都道府県議会議員、市（区）町村議会議員」が 42.2%で最も多く、「都道府県、市（区）町村の首長」と

「国家公務員・地方公務員の管理職」が、ともに 34.5%、「企業の管理職」(33.5%)がつづいています。 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

都道府県、市（区）町村の首長 (n=231)

国会議員、都道府県議会議員、市（区）町村議会議員 (n=282)

国家公務員・地方公務員の管理職 (n=231)

企業の管理職 (n=224)

起業家・経営者 (n=161)

労働組合の幹部 (n=94)

農協・漁協等、事業組合の役員 (n=65)

新聞・放送等マスコミ関係者 (n=73)

自治会長、町内会長等 (n=118)

医師、歯科医師 (n=207)

特にない (n=133)

その他 (n=8)

不明・無回答 (n=40)

　　　　　　　全体 (n=669)

34.5

42.2

34.5

33.5

24.1

14.1

9.7

10.9

17.6

30.9

19.9

1.2

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%



68 
 

 

【７】暴力（ドメスティック・バイオレン

ス）について 

問 24 配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等か

ら次の行為を受けたとき、暴力だと思い

ますか。（それぞれ○は１つ） 

①平手でうつ 

「どんな場合でも暴力にあたる」が 71.6%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(20.5%)、

「暴力にあたるとは思わない」(0.6%)がつづいていま

す。 

 

②足でける 

「どんな場合でも暴力にあたる」が 81.5%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(10.5%)、

「暴力にあたるとは思わない」(0.6%)がつづいていま

す。 

 

③身体を傷つける可能性のあるものでなぐる 

「どんな場合でも暴力にあたる」が89.5%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(2.7%)、

「暴力にあたるとは思わない」(0.3%)がつづいていま

す。 

 

 

④なぐるふりをして脅す 

「どんな場合でも暴力にあたる」が57.4%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(28.6%)、

「暴力にあたるとは思わない」(5.7%)がつづいていま

す。 

 

⑤刃物などを突きつけて脅す 

「どんな場合でも暴力にあたる」が89.2%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(2.8%)、

「暴力にあたるとは思わない」(0.1%)がつづいていま

す。 

 

⑥相手が嫌がっているのに性的な行為を強要 

する 

「どんな場合でも暴力にあたる」が80.9%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(10.6%)、

「暴力にあたるとは思わない」(0.9%)がつづいていま

す。 

 

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=479)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=137)

暴力にあたるとは思わない (n=4)

不明・無回答 (n=49)

　　　　　　　全体 (n=669)

71.6

20.5

0.6

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=545)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=70)

暴力にあたるとは思わない (n=4)

不明・無回答 (n=50)

　　　　　　　全体 (n=669)

81.5

10.5

0.6

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=599)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=18)

暴力にあたるとは思わない (n=2)

不明・無回答 (n=50)

　　　　　　　全体 (n=669)

89.5

2.7

0.3

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=384)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=191)

暴力にあたるとは思わない (n=38)

不明・無回答 (n=56)

　　　　　　　全体 (n=669)

57.4

28.6

5.7

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=597)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=19)

暴力にあたるとは思わない (n=1)

不明・無回答 (n=52)

　　　　　　　全体 (n=669)

89.2

2.8

0.1

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=541)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=71)

暴力にあたるとは思わない (n=6)

不明・無回答 (n=51)

　　　　　　　全体 (n=669)

80.9

10.6

0.9

7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦相手が嫌がっているのにポルノビデオやポルノ

雑誌を見せる 

「どんな場合でも暴力にあたる」が74.6%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(13.5%)、

「暴力にあたるとは思わない」(4.0%)がつづいていま

す。 

 

⑧何を言っても長時間無視し続ける 

「どんな場合でも暴力にあたる」が49.3%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(34.8%)、

「暴力にあたるとは思わない」(8.1%)がつづいていま

す。 

 

⑨相手の交友関係や電話を細かく監視する 

「どんな場合でも暴力にあたる」が52.8%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(32.0%)、

「暴力にあたるとは思わない」(7.0%)がつづいていま

す。 

 

⑩｢誰のおかげで生活できるのだ｣や｢かいしょう

なし｣などと言う 

「どんな場合でも暴力にあたる」が64.7%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(22.3%)、

「暴力にあたるとは思わない」(4.6%)がつづいていま

す。 

 

⑪大声でどなる 

「どんな場合でも暴力にあたる」が56.8%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(30.2%)、

「暴力にあたるとは思わない」(4.9%)がつづいていま

す。 

 

⑫家に生活費を入れない 

「どんな場合でも暴力にあたる」が68.9%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(15.1%)、

「暴力にあたるとは思わない」(8.2%)がつづいていま

す。 

 

⑬子どもが上記（①～⑫）の行為を見聞きする 

「どんな場合でも暴力にあたる」が65.0%で最も多

く、「暴力の場合とそうでない場合がある」(18.8%)、

「暴力にあたるとは思わない」(5.7%)がつづいていま

す。 

 

 

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=499)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=90)

暴力にあたるとは思わない (n=27)

不明・無回答 (n=53)

　　　　　　　全体 (n=669)

74.6

13.5

4.0

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=330)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=233)

暴力にあたるとは思わない (n=54)

不明・無回答 (n=52)

　　　　　　　全体 (n=669)

49.3

34.8

8.1

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=353)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=214)

暴力にあたるとは思わない (n=47)

不明・無回答 (n=55)

　　　　　　　全体 (n=669)

52.8

32.0

7.0

8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=433)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=149)

暴力にあたるとは思わない (n=31)

不明・無回答 (n=56)

　　　　　　　全体 (n=669)

64.7

22.3

4.6

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=380)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=202)

暴力にあたるとは思わない (n=33)

不明・無回答 (n=54)

　　　　　　　全体 (n=669)

56.8

30.2

4.9

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=461)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=101)

暴力にあたるとは思わない (n=55)

不明・無回答 (n=52)

　　　　　　　全体 (n=669)

68.9

15.1

8.2

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　区分

どんな場合でも暴力にあたる (n=435)

暴力の場合とそうでない場合がある (n=126)

暴力にあたるとは思わない (n=38)

不明・無回答 (n=70)

　　　　　　　全体 (n=669)

65.0

18.8

5.7

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 25 配偶者や元配偶者、パートナー、恋人等から次のような行為を一度でも受けたことがありますか。 

（○はいくつでも） 

「受けたことがない」が 59.5%で最も多く、「大声でどなられる」(12.3%)、「何を言っても無視され続ける」

(7.3%)がつづいています。 

 

問 26 問 25 で「１」～「12」を選んだ方にお聞きします。（行為を受けたことがある方） 

何らかの行為を受けたことについて、誰かに話したり相談したりしましたか。（○はいくつでも） 

「誰にも話さず、相談していない」が 51.5%で最も多く、「同僚や友人に相談した」(21.5%)、「家族・親族に相談し

た」(20.2%)がつづいています。 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

命の危機を感じるくらいの暴力を受ける (n=7)

医師の治療が必要となる程度の暴力を受
ける

(n=12)

医師の治療が必要とならない程度の暴力
を受ける

(n=24)

なぐるふりをして脅される (n=33)

あなたが嫌がっているのに性的な行為を強
要される

(n=18)

あなたが嫌がっているのにポルノビデオや
ポルノ雑誌を見せられる

(n=3)

何を言っても無視され続ける (n=49)

交友関係や電話を細かく監視される (n=19)

｢誰のおかげで生活できるんだ｣や｢かい
しょうなし｣などと言われる

(n=37)

大声でどなられる (n=82)

家に生活費を入れない (n=18)

子どもの前で上記（１～11）のような行為を
する

(n=27)

受けたことがない (n=398)

不明・無回答 (n=108)

　　　　　　　全体 (n=669)

1.0 

1.8 

3.6 

4.9 

2.7 

0.4 

7.3 

2.8 

5.5 

12.3 

2.7 

4.0 

59.5 

16.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族・親族に相談した (n=33)

同僚や友人に相談した (n=35)

職場の上司に相談した (n=2)

学校や職場の相談窓口に相談した (n=2)

公的機関に相談した (n=9)

その他 (n=8)

誰にも話さず、相談していない (n=84)

不明・無回答 (n=8)

　　　　　　　全体 (n=163)

20.2

21.5

1.2

1.2

5.5

4.9

51.5

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 27 問 26 で「７」を選んだ方にお聞きします。（誰にも話さず、相談していない方）誰にも話さず、相談し

なかったのは、なぜですか。（○はいくつでも） 

「相談するほどのことではないと思ったから」が 44.0%で最も多く、「相談しても無駄だと思ったから」(35.7%)、

「自分にも悪いところがあると思ったから」(17.9%)がつづいています。 

 

【８】セクシュアル・ハラスメントについて 

問 28 次の行為を受けたとき、セクシュアル・ハラスメント（セクハラ：性的嫌がらせ）だと思いますか。そう

思われるものに○をしてください。（○はいくつでも） 

「地位や権限を利用して、性的な関係を迫ること」が83.4%で最も多く、「さわる、抱きつくなど肉体的接触を行うこ

と」(79.5%)、「ヌードポスターやわいせつ本、性的ジェスチャーを見せたりして、からかうこと」(71.0%)がつづいて

います。 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

誰に相談してよいのかわからなかったから (n=5)

みっともないから (n=10)

相談しても無駄だと思ったから (n=30)

相談しても自分のせいにされると思ったか
ら

(n=7)

相手に知れるとよりひどい暴力を受けると
思ったから

(n=0)

自分にも悪いところがあると思ったから (n=15)

相談するほどのことではないと思ったから (n=37)

家族に危害が及ぶと思ったから (n=0)

その他 (n=2)

不明・無回答 (n=7)

　　　　　　　全体 (n=84)

6.0

11.9

35.7

8.3

0.0

17.9

44.0

0.0

2.4

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

地位や権限を利用して、性的な関係を迫ること (n=558)

さわる、抱きつくなど肉体的接触を行うこと (n=532)

性的冗談や質問、ひやかしの言葉などをかけるこ
と

(n=404)

ヌードポスターやわいせつ本、性的ジェスチャーを
見せたりして、からかうこと

(n=475)

宴席でのお酌やデュエット、ダンスなどを強要する
こと

(n=349)

結婚予定や出産予定をたびたび聞くこと (n=223)

目のつきやすい所に、ヌードポスターやわいせつ
本、カレンダーなどを置いておくこと

(n=371)

身体をじろじろ見たり、容姿のことをすぐ話題にし
たりすること

(n=419)

｢交際・交友関係が派手だ｣などと性的なうわさを
流すこと

(n=427)

その他 (n=6)

わからない (n=24)

不明・無回答 (n=66)

　　　　　　　全体 (n=669)

83.4

79.5

60.4

71.0

52.2

33.3

55.5

62.6

63.8

0.9

3.6

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 29 あなたは、職場や学校、地域などにおいて次のようなセクシュアル・ハラスメントの行為をされたこと

がありますか。（○はいくつでも） 

「いずれ も 経験 がな い」 が

60.1%で最も多く、「わざと身

体に触れられる」(9.6%)、「年

齢や身体、結婚などのことにつ

いて不愉快な意見や冗談を言

われる」(8.2%)がつづいてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 配偶者・パートナー等からの暴力、セクシュアル・ハラスメント、性暴力・性犯罪等をなくすために、 

もっと取組みを進める必要があるのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

「法律・制度の制定や制度の見直しを行う」が 36.0%で最も多く、「犯罪の取り締まりを強化する」(34.1%)、「女

性に対する暴力を許さない社会づくりに向けて意識啓発をする」(33.5%)がつづいています。 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

年齢や身体、結婚などのことについて不愉
快な意見や冗談を言われる

(n=55)

卑わいな言葉をかけられたり、会話を聞か
される

(n=43)

わざと身体に触れられる (n=64)

宴会などでお酌やデュエット、ダンスなどを
強要される

(n=40)

性的なうわさを流される (n=17)

嫌がっているのにしつこく交際を求められ
る

(n=24)

性的な行為を強要される (n=16)

お茶くみ、後片付け、私用等を強要される (n=42)

いずれも経験がない (n=402)

不明・無回答 (n=119)

　　　　　　　全体 (n=669)

8.2

6.4

9.6

6.0

2.5

3.6

2.4

6.3

60.1

17.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

法律・制度の制定や制度の見直しを行う (n=241)

犯罪の取り締まりを強化する (n=228)

女性に対する暴力を許さない社会づくりに
向けて意識啓発をする

(n=224)

被害者のための相談窓口や保護施設を充
実させる

(n=223)

加害者に対して必要なカウンセリングを行
う

(n=113)

男性相談窓口の充実 (n=28)

家庭や学校において、男女平等について
の教育を充実させる

(n=100)

メディアが自主的に倫理規定を強化する (n=29)

過激な内容のＤＶＤやゲームソフト等の販
売や貸出を制限する

(n=137)

特に対策の必要はない (n=4)

その他 (n=9)

わからない (n=71)

不明・無回答 (n=67)

　　　　　　　全体 (n=669)

36.0

34.1

33.5

33.3

16.9

4.2

14.9

4.3

20.5

0.6

1.3

10.6

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【９】男女共同参画の推進について 

問 31 以下の言葉のうち、あなたが見たり聞いたりしたことがあるものを全てあげてください。（○はいく

つでも） 

「男女雇用機会均等法」が 70.7%で最も多く、「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」(70.1%)、「男女共同参画社

会」と「性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）」が、ともに 45.9%でつづいています。 

 

 

問 32 今後、男性が家事、子育て、介護、地域活動などに積極的に参加していくためには、どのようなこと

が必要だと思いますか。（○は３つまで） 

「夫婦、パートナーとの間で

家事などの分担をするように

十分話し合うこと」が 49.2%

で最も多く、「男女の役割分

担についての社会通念、慣習、

し き た り を 改 め る こ と 」

(43.8%)、「小さい時から男

性に家事や育児に関する教

育をすること」(37.4%)がつ

づいています。 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

男女共同参画社会 (n=307)

太子町男女共同参画推進条例 (n=93)

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） (n=56)

ジェンダー（社会的性差別） (n=296)

男女雇用機会均等法 (n=473)

女性活躍推進法 (n=106)

ワーク･ライフ･バランス(仕事と生活の調和) (n=162)

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） (n=469)

性的マイノリティ（ＬＧＢＴ） (n=307)

見たり聞いたりしたものはない (n=47)

不明・無回答 (n=73)

　　　　　　　全体 (n=669)

45.9

13.9

8.4

44.2

70.7

15.8

24.2

70.1

45.9

7.0

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(複数回答)

　　　　　　　区分

男女の役割分担についての社会通念、慣
習、しきたりを改めること

(n=293)

男性が家事、子育て、介護、地域活動に参
加することについて、社会的評価を高める
こと

(n=211)

夫婦、パートナーとの間で家事などの分担
をするように十分話し合うこと

(n=329)

労働時間の短縮などを進め、仕事以外の
時間をより多く持てるようにすること

(n=224)

小さい時から男性に家事や育児に関する
教育をすること

(n=250)

男性が子育てや介護、地域活動を行うため
の、仲間・ネットワークづくりを進めること

(n=100)

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題
について、男性が相談しやすい窓口を設け
ること

(n=55)

その他 (n=13)

特に必要ない (n=25)

不明・無回答 (n=44)

　　　　　　　全体 (n=669)

43.8

31.5

49.2

33.5

37.4

14.9

8.2

1.9

3.7

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 33 「男女共同参画社会」を実現するために、今後、町はどのようなことに力を入れていくべきだと思わ

れますか。（○は３つまで） 

「保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する」が 36.9%で最も多く、「子どものとき

から、学校などで、男女平等意識を育成する指導を行う」(35.6%)、「子育てや介護中であっても仕事が続けられる

よう支援する」(33.5%)がつづいています。 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

子どものときから、学校などで、男女平等意識を育
成する指導を行う

(n=238)

法律や制度の面で見直しを行う (n=90)

国や府、町の審議会委員や管理職など、政策決
定の場に女性を積極的に登用する

(n=105)

民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進む
よう支援する

(n=44)

女性や男性の生き方の悩みに関する相談の場を
充実させる、または提供する

(n=31)

従来、女性が少なかった分野（研究者等）への女
性の進出を支援する

(n=62)

保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や
介護サービスを充実する

(n=247)

ひとり親家庭の生活の安定を図る (n=59)

男女の平等と相互の理解や協力について学習機
会を充実させる

(n=60)

男性が生活者として自立できるよう啓発活動を行
う

(n=32)

女性の自立を目指す学習機会の充実や情報提供
を推進する

(n=20)

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女とも
に働き方の見直しを進める

(n=138)

子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう
支援する

(n=224)

子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の再
就職を支援する

(n=165)

男女の平等と相互の理解や協力について広報・Ｐ
Ｒする

(n=37)

各メディアの性・暴力表現の規制 (n=14)

特にない (n=10)

その他 (n=14)

わからない (n=32)

不明・無回答 (n=41)

　　　　　　　全体 (n=669)

35.6

13.5

15.7

6.6

4.6

9.3

36.9

8.8

9.0

4.8

3.0

20.6

33.5

24.7

5.5

2.1

1.5

2.1

4.8

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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９．用語解説 

◆ 固定的な性別役割分担意識 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、

性別を理由として、役割を固定的に分けること。例として、「男は仕事・女は家庭」、「男性は

主要な業務・女性は補助的業務」等の固定的な考え方で役割を決めることなど。 

 

◆ 男女共同参画社会 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会のこと。 

 

◆ 男女共同参画社会基本法 

 男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項

を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的と

して、1999 年（平成 11年）に公布、施行されたもの。 

 

◆ 男女雇用機会均等法 

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業

に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として、1985

年（昭和 60 年）に公布されたもの。 

 

◆ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な

生き方が選択・実現できること。 

 

◆ ジェンダー 

生物学的な性差に対して、社会的、文化的に形成される男女の差異のこと。 

 

◆ 女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律） 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮さ

れることが一層重要となっているため、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力

ある社会の実現を図るために 2015 年（平成 27 年）８月に成立、９月に施行（一部は平成 28

年４月から施行）された法律。10年間の時限立法となっている。 
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◆ 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ） 

性的少数者のこと。ＬＧＢＴはレズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシャル

（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）の頭文字で、性的少数者を表す言葉の一

つとして使われることもある。 

 

◆ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

夫婦や恋人など親しい人間関係の中で起こる暴力。身体的暴力だけでなく、精神的、性的、

経済的な暴力なども含まれる。 

 そのうち、恋人同士の間で起こる暴力のことを「デートＤＶ」という。 

 

◆ ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

 様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、

個々の状況に応じて実施していくもの。 

 

◆ メディア・リテラシー 

 メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし活用する能力、メディア

を通じコミュニケーションする能力の３つを構成要素とする複合的な能力のこと。 

 

◆ ライフステージ 

 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などの段階のこと。家族に

ついては、新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期などに分けられる。 
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10．相談
そうだん

窓口
まどぐち

の一覧
いちらん

 

 
 
 

 
 

● 男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

、人権
じんけん

啓発
けいはつ

に関
かん

すること······························ 住民
じゅうみん

人権課
じ ん け ん か

 

● 人権
じんけん

相談
そうだん

に関
かん

すること ············  ······························· 住民
じゅうみん

人権課
じ ん け ん か

 

● 配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

に関
かん

すること ········································· 住民
じゅうみん

人権課
じ ん け ん か

 

● 上記
じょうき

３項目
こうもく

や人権
じんけん

に係
かか

る事象
じしょう

で、国
くに

や大
おお

阪府
さ か ふ

との連携
れんけい

に関
かん

すること ···· 住民
じゅうみん

人権課
じんけんか

 

● 雇用
こ よ う

に関
かん

すること ················································· 観光
かんこう

産業課
さんぎょうか

 

● 家事
か じ

、育児
い く じ

、ひとり親
おや

家庭
か て い

の支援
し え ん

に関
かん

すること ····················· 子育
こ そ だ

て支援課
し え ん か

 

● 介護
か い ご

、高齢者
こうれいしゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

の支援
し え ん

に関
かん

すること ························· 高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 

● 障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

に関
かん

すること ·································· 福祉課
ふ く し か

 

● 妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

・育児
い く じ

に関
かん

すること ···································· 健康
けんこう

増進課
ぞ う し ん か

 

● 健康
けんこう

づくりに関
かん

すること ··········································· 健康
けんこう

増進課
ぞ う し ん か

 

● 喫煙
きつえん

・ドラッグ・アルコール依存症
いぞんしょう

などに関
かん

すること ················· 健康
けんこう

増進課
ぞ う し ん か

 

● 学校
がっこう

教育
きょういく

に関
かん

すること ············································ 教育
きょういく

総務課
そ う む か

 

● 公民館
こうみんかん

などにおける生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の支援
し え ん

に関
かん

すること ···················· 生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

 

 

● 大阪府
お お さ か ふ

女性
じょせい

相談
そうだん

センター 

 所在地
し ょ ざ い ち

：大阪市
お お さ か し

中央区
ちゅうおうく

大手
お お て

前
まえ

１丁目
ちょうめ

３-４９ ドーンセンター３階
かい

 

 相談
そうだん

日時
に ち じ

：月
げつ

～日曜日
に ち よ う び

 ９時
じ

から２０時
じ

（祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

は休
やす

み） 

 電話番号
で んわ ばんご う

：０６-６９４９-６０２２、０６-６９４６-７８９０ 

 ＦＡＸ：０６-６９４０-００７５ 

● 大阪府
お お さ か ふ

富田林
とんだばやし

子
こ

ども家庭
か て い

センター 

 所在地
し ょ ざ い ち

：富田林市
と んだ ばやし し

寿 町
ことぶきちょう

２丁目
ちょうめ

６番
ばん

１号
ごう

（大阪府
お お さ か ふ

南河内
みなみかわち

府民
ふ み ん

センタービル内
ない

） 

 相談
そうだん

日時
に ち じ

：月
げつ

～日曜日
に ち よ う び

 ９時
じ

から１７時
じ

４５分
ふん

（祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

は休
やす

み） 

 電話番号
で んわ ばんご う

：０７２１-２５-１１３１（代表
だいひょう

） 

 ＦＡＸ：０７２１-２５-１１７３ 

● 外国人
がいこくじん

のための人権
じんけん

相談所
そうだんじょ

…全国
ぜんこく

の法務局
ほうむきょく

 

 太子町
たいしちょう

の管轄
かんかつ

法務局
ほうむきょく

：大阪
おおさか

法務局
ほうむきょく

富田林
とんだばやし

支局
しきょく

 

 所在地
しょざいち

：富田林市
とんだばやしし

甲田
こ う だ

１丁目
ちょうめ

７番
ばん

２号
ごう

 

 電話番号
でんわばんごう

：０７２１－２３－２４３２ 

各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

のご案内
あんない

 

＼ どこに相談
そうだん

すればいいのか、わからない時
とき

は… ／ 

その他
た

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

太子町役
たいしちょうやく

場内
ばない

の相談
そうだん

窓口
まどぐち
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